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我が国の人口は、２００８年（平成２０年）をピークに減少に転じ、人口減少社会に突入したことから、

国は２０１４年（平成２６年）１２月に「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」を策定し、人口減少・少子高齢化・東京一極集中等の対策を進められてきました。さらに、

国は２０２２年（令和４年）１２月にデジタルの力を活用して地方の社会課題の解決や魅力向上の取

組を加速化・深化し、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指す「デジタル田園都市

国家構想総合戦略」を策定されました。 

 

本市においても、人口減少・少子高齢化は急速に進んでおり、これらに対する取組は喫緊の課題とな

っています。これまでも、２０１５年（平成２７年）１２月に御所市まち・ひと・しごと創生総合戦略、２０２０年

（令和２年）３月に御所市第２次まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、人口減少の抑制とまちの活性

化に向けた施策に取り組んできたところです。 

 この度の御所市第３次まち・ひと・しごと創生総合戦略では、来る人も暮らす人も心穏やかに過ごし

ていただけるよう、次の３つを基本目標に掲げ、デジタルの力を活用しながら、発展的な市の形成と

持続可能なまちづくりの推進に引き続き取り組むこととしています。 

 

・基本目標１ みんなが安心して暮らし続けられるまちづくり 

・基本目標２ 若い世代の人も暮らしたいと感じられるまちづくり 

・基本目標３ 地域資源を活用した、魅力的なまちづくり 

 

地方創生に資する取組を進めるうえで、市民のみなさまや民間事業者・各種団体等の地域に関わ

る多様な主体の参画や協働は必要不可欠ですので、格別なるご支援とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

 

最後になりましたが、御所市第３次まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定にあたり、貴重なご意見

やご提案を賜りました市民のみなさまをはじめ、ご審議いただきました御所市まち・ひと・しごと創生総

合戦略会議の有識者のみなさまに対し、心から感謝とお礼を申し上げます。 
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 御所市第３次総合戦略の基本的な考え方 

１． 背景・目的 

我が国の人口は、２００８年（平成２０年）をピークに減少局面に入り、今後加速度的に人口減少が進むと

予測されています。地方から都市への人口流出や大都市圏における超低出生率が、国全体の人口減少に

つながっているものと考えられており、そのため、国では東京一極集中を是正するとともに、若い世代の結

婚・子育ての希望を実現して人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある日本社会を維持できるよ

う、２０１４年（平成２６年）に「まち・ひと・しごと創生法」を制定しました。 

そして、同年、２０６０年（令和４２年）に１億人程度の人口を確保することを目標とした「長期ビジョン」と、

そのための取組の方向性をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、地方公共団体もこれを勘

案して地方版総合戦略を策定することが努力義務とされました。 

 

これを受け、本市においても、国や奈良県の長期ビジョン（人口ビジョン）や総合戦略を勘案して、御所市版

人口ビジョンを含む「御所市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「第１次総合戦略」という。）を２０１５年

（平成２７年）１２月に策定し、３つの基本目標や重要業績評価指標（以下、「KPI」という。）を指標としながら

目標達成に向けた取組を進めてきました。 

 

２０２０年（令和２年）３月には、「御所市第２次まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「第２次総合戦略」

という。）を策定し、SDGs（持続可能な開発目標）の理念を取り入れ、各取組の推進を図ってきました。 

 

このように、国及び地方公共団体が地方創生に向けて様々な取組を進めてきましたが、東京一極集中に

は歯止めがかかっておらず、人口減少や少子高齢化が進行している状況にあります。こうした中、国は、テレ

ワークの普及や地方移住への関心の高まりなど、社会情勢がこれまでとは大きく変化している状況から、

「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、

デジタルの力を活用しつつ、地域の個性を生かしながら地方の社会課題解決や魅力向上の取組を加速

化・深化することとしており、２０２２年（令和４年）１２月に「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を策定し

ました。また、国は、「これまでの地方創生の流れをデジタルの力を活用して継承・発展していくことが肝要」

であるとしています。 

 

こうした流れを受けて、本市においても、引き続き人口減少問題に取り組むため、人口ビジョンの見直しと

地方創生の充実・強化に向けて、本計画書である「御所市第３次まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、

「御所市第３次総合戦略」という。）を策定しました。御所市第３次総合戦略は、第２次総合戦略の基本的な

枠組みを継承することを基本とし、デジタルの力を活用することで取組の発展と深化につなげていきます。 
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２． 計画の位置づけ 

御所市第３次総合戦略は、国が定めた『デジタル田園都市国家構想総合戦略』、並びに『第３期奈良県

地方創生総合戦略』を勘案し、本市の人口の将来展望等（御所市人口ビジョン）や地方創生に向けた基

本目標及び施策の基本的方向、具体的な施策等（御所市第３次総合戦略）をまとめたものです。 

また、御所市第３次総合戦略は、本市の最上位計画である『御所市第６次総合計画』の内容と整合を図

ります。 

 

 
図：総合計画や個別計画との関係性 

 

 

３． 計画期間 

計画期間は、２０２５年度（令和７年度）から２０２９年度（令和１１年度）までの５年間とします。 

 

 R２ 

年度 

R３ 

年度 

R４ 

年度 

R５ 

年度 

R６ 

年度 

R７ 

年度 

R８ 

年度 

R９ 

年度 

R１０ 

年度 

R１１ 

年度 

御
所
市 

第
６

次
総
合
計
画 

基本 

構想 
          

基本 

計画 

          

実施 

計画 
          

御所市第３次 

総合戦略 

          

図：総合戦略等の計画期間  

デジタル田園都市国家構想 
総合戦略（国） 

第３期 
奈良県地方創生総合戦略 

御所市第３次まち・ひと・しごと 
創生総合戦略 

（御所市人口ビジョン含む） 
各種個別計画 

御所市 
第６次総合計画 

勘案 

勘案 勘案 

連携 

整合 

基本構想（９年） 

基本計画（９年） 

前期実施計画（５年） 後期実施計画（４年） 

第３次総合戦略（５年） 
（御所市人口ビジョン含む） 

第２次総合戦略（５年） 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 御所市人口ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

 人口動向分析項目 

国や奈良県の動向を踏まえ、本市も引き続き人口減少問題の解決に向けて取り組むため、目指すべき将

来の方向や人口の中長期展望となる「御所市人口ビジョン」を見直しました。 

御所市人口ビジョンの作成にあたって整理した人口動向分析の項目を以下に示します。 

 

項 目 対応状況 

１．総人口の推移 １９８０年以降 

２．年齢３階層別人口の推移  

２－１．年齢３階層別・人口 １９８０年以降 

２－２．年齢３階層別・人口構成比率 １９８０年以降 

２－３．年齢階級別・人口ピラミッド １９８０年、２０２０年、２０５０年 

３．出生・死亡数、転入・転出数の推移 ２０００年以降 

４．総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 ２０００年以降 

５．男女別・年齢階級別 人口移動の状況  

５－１．最近の状況 ２０１５年～２０２０年 

５－２．長期的な動向 １９９０年～２０２０年 

６．地域別に見た転入・転出の状況  

６－１．地域ブロック別及び関西ブロックで見た移動の状況 ２０２３年 

６－２．県内各地域及び周辺自治体との人口移動の状況 ２０２３年 

６－３．移動の多い地域のまとめ ２０２３年 

６－４．移動の多い市町村 ２０２３年 

７．男女別・年齢階級別に見た転入・転出の状況  

７－１．男女別・地域別の状況 ２０２３年 

７－２．男女別・年齢階級別に見た転入・転出の状況 ２０２３年 

８．合計特殊出生率と出生数の推移  

８－１．合計特殊出生率、出生数 １９９６年～２０２２年 

８－２．年齢階級別・出生数の推移 ２００８年～２０２２年 

９．雇用や就業の状況  

９－１．市内の就業者数 ２０２０年 

９－２．市内就業者の年齢構成 ２０２０年 
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１． 総人口の推移 

○ 総人口は１９８０年の３.７万人から一貫して右肩下がりに減少しています。 

○ 特に２０００年の３.５万人から２０２０年の２.４万人まで大幅に減少しています。 

○ 将来推計においても、これまでの傾向のまま減少を続けると予測されています。 

 

総人口の推移（１９８０年→２０５０年） 

 

（出典）実績値：総務省統計局「国勢調査」、 

推計値：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 
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２． 年齢３階層別人口の推移 

２－１． 年齢３階層別・人口 

○ ６５歳以上の老年人口が急速に増加を続けてきましたが、２０１５年ごろに緩やかな増加となり、２０２０

年以降は緩やかに減少が続くと見込まれています。 

○ １５～６４歳の生産年齢人口の推移は、総人口と同様の傾向を示しており、今後も減少が続くと見込ま

れています。 

○ １５歳未満の年少人口は、一貫して減少を続けており、今後も緩やかに減少が続くと見込まれていま

す。 

 

年齢３階層別人口の推移（１９８０年→２０５０年） 

 

（出典）実績値：総務省統計局「国勢調査」、 

推計値：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

※総人口は年齢不詳を含むため、年齢３階層の合計と一致しない場合がある 

※２０１０年以前の人口は原数値、２０１５年及び２０２０年の人口は不詳補完値による 
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２－２． 年齢３階層別・人口構成比率 

○ ６５歳以上の老年人口比率は増加のペースが速まっており、２００５年に２５％を超え、２０３５年には５０％

以上に達すると見込まれています。 

○ 生産年齢人口は１９９５年以降、実数と同様に割合で見ても減少の傾向が進行しています。 

○ 年少人口の実数は減少を続けますが、その比率は総人口減少の影響で２０２５年過ぎには横ばいに

なると見込まれています。 

 

年齢３階層別人口構成比率の推移（１９８０年→２０５０年） 

 

（出典）実績値：総務省統計局「国勢調査」、 

推計値：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

※年齢不詳を除いて年齢３階層の比率を算出している。 

※２０１０年以前の人口は原数値、２０１５年及び２０２０年の人口は不詳補完値による 
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２－３． 年齢階級別・人口ピラミッド 

○ １９８０年には、３０歳代の団塊世代と１０歳前後の団塊ジュニア世代に加え、５０歳前後にもピークが

ありました。 

○ ２０２０年には７０歳代付近の団塊世代が一定の規模を有する一方、団塊ジュニア世代の５０歳前後

はピークがみられなくなっています。 

○ ２０５０年には生産年齢人口の少なさが顕著になり、総人口の過半数が高齢者となる超高齢化へ完

全に移行すると予測されます。 

年齢階級別人口ピラミッド（１９８０年、２０２０年、２０５０年） 

 
（出典）実績値：総務省統計局「国勢調査」、 

推計値：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」  
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３． 出生・死亡数、転入・転出数の推移 

○ 死亡数が出生数を上回る「自然減」かつ、転出数が転入数を上回る「社会減」の状況が続いており、

近年になるにつれて「社会減」が縮小し、「自然減」は拡大しています。 

 

出生・死亡数、転入・転出数の推移（２０００年→２０２２年） 

 

（出典）総務省統計局「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 

※２０１２年度以前は４月１日から３月３１日までの間、２０１３年以降は１月１日から１２月３１日までの間の人口動態 
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４． 総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

○ 社会減は２０１８年までは概ねマイナス２００人台でしたが、２０１８年以降はマイナス１００人台で推移

し、２０２２年はマイナス２桁台となっています。 

○ 自然減は２００８年ごろまではマイナス２００人程度であったが、近年減少が大きくなり、２０１４年以降

は社会減を上回っています。 

 

人口動態と社会増減・自然増減の推移（２０００年→２０２２年） 

 
（出典）総務省統計局「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 

※２０１２年度以前は４月１日から３月３１日までの間、２０１３年以降は１月１日から１２月３１日までの間の人口
動態 

※自然増減数は、調査期間中における、出生者数から死亡者数を減じた数 
※社会増減数は、調査期間中における、転入者数及びその他記載数の合計から転出者数及びその他消除数
の合計を減じた数 

※２０１２年の人口動態の減少幅が小さくなっているのは、２０１２年７月に外国人住民が住民基本台帳法の適
用対象となったことによるもの 

 

社会増減・自然増減の推移（２０００年→２０２２年） 

 
（出典）総務省統計局「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 

※自然増減数は、調査期間中における、出生者数から死亡者数を減じた数 
※社会増減数は、調査期間中における、転入者数及びその他記載数の合計から転出者数及びその他消除数
の合計を減じた数  
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５． 男女別・年齢階級別 人口移動の状況 

５－１． 最近の状況（２０１５年～２０２０年） 

○ 「１５～１９歳→２０～２４歳」から「３０～３４歳→３５～３９歳」にかけての４つの年齢階級の減少が顕著

となっており、進学や就職、結婚等の機会での転出が要因であると推測されます。 

○ 男女ともに「２０～２４歳→２５～２９歳」での減少が大きいです。 

○ 「２０～２４歳→２５～２９歳」の純移動数について、前回の人口ビジョン（R２.３）と比較すると、男性は

同程度（前回マイナス１６３人、今回マイナス１６０人）ですが、女性は減少が抑制（前回マイナス２３８

人、今回マイナス１６３人）されています。 

 

近年の年齢階級別人口の移動（２０１５年→２０２０年） 

 

（出典）総務省統計局「国勢調査」（総人口）、厚生労働省「都道府県別生命表」により作成 

※２０１５～２０２０年の男女５歳階級別人口は総務省統計局「国勢調査」による 

ただし、年齢不詳人口を按分したものを用いており、「国勢調査」の表象上の値とは異なる場合がある 
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５－２． 長期的な動向（１９９０年～２０２０年） 

(１) 男性の動向 

○ 長期的に「１５～１９歳→２０～２４歳」から「２５～２９歳→３０～３４歳」の転出超過が目立っています。 

○ 「３５～３９歳→４０～４４歳」から「５０～５４歳→５５～５９歳」については、かつては転入と転出が同じ

程度となっていましたが、近年になるにつれ転出超過の傾向が強まっています。 

 

年齢階級別人口移動の推移（男性） 

 

（出典）総務省統計局「国勢調査」（総人口）、厚生労働省「都道府県別生命表」により作成 

※１９９０～２０２０年の男女５歳階級別人口は総務省統計局「国勢調査」による 

ただし、年齢不詳人口を按分したものを用いており、「国勢調査」の表象上の値とは異なる場合がある 

 

 

年齢階級別人口移動の推移（男性、平均の比較） 

  

（出典）総務省統計局「国勢調査」（総人口）、厚生労働省「都道府県別生命表」により作成 

※１９９０～２０２０年の男女５歳階級別人口は総務省統計局「国勢調査」による 

ただし、年齢不詳人口を按分したものを用いており、「国勢調査」の表象上の値とは異なる場合がある  
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(２) 女性の動向 

○ 長期的に「１５～１９歳→２０～２４歳」から「２５～２９歳→３０～３４歳」の転出超過が目立っています。 

○ なお、「１５～１９歳→２０～２４歳」から「２５～２９歳→３０～３４歳」は継続して転出超過となっています

が、「２０１０年→２０１５年」と「２０１５年→２０２０年」について比較すると、どの階級も、約５０～８０人

程度、抑制されています。 

○ 「２５～２９歳→３０～３４歳」と「３０～３４歳→３５～３９歳」については、かつては転入超過となっていま

したが、近年になるにつれ転出超過の傾向が強まっています。 

 

年齢階級別人口移動の推移（女性） 

 

（出典）総務省統計局「国勢調査」（総人口）、厚生労働省「都道府県別生命表」により作成 

※１９９０～２０２０年の男女５歳階級別人口は総務省統計局「国勢調査」による 

ただし、年齢不詳人口を按分したものを用いており、「国勢調査」の表象上の値とは異なる場合がある 

 

年齢階級別人口移動の推移（女性、平均の比較） 

 

（出典）総務省統計局「国勢調査」（総人口）、厚生労働省「都道府県別生命表」により作成 

※１９９０～２０２０年の男女５歳階級別人口は総務省統計局「国勢調査」による 

ただし、年齢不詳人口を按分したものを用いており、「国勢調査」の表象上の値とは異なる場合がある  

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

純
移
動
数
（
人
）

1990年→1995年

1995年→2000年

2000年→2005年

2005年→2010年

2010年→2015年

2015年→2020年

０
～
４
歳→

 

５
～
９
歳

５
～
９
歳→

 

～

歳

10

14

～

歳→
 

～

歳

10

14

15

19

15

19

20

24

20

24

25

29

25

29

30

34

30

34

35

39

35

39

40

44

40

44

45

49

45

49

50

54

50

54

55

59

55

59

60

64

60

64

65

69

65

69

70

74

70

74

75

79

75

79

80

84

80

84

85

89

歳
～

→
 

歳
～

85

90

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

純
移
動
数
（
人
）

1990年→1995年

1990年→2020年の平均

０
～
４
歳→

 

５
～
９
歳

５
～
９
歳→

 

～

歳

10

14

～

歳→
 

～

歳

10

14

15

19

15

19

20

24

20

24

25

29

25

29

30

34

30

34

35

39

35

39

40

44

40

44

45

49

45

49

50

54

50

54

55

59

55

59

60

64

60

64

65

69

65

69

70

74

70

74

75

79

75

79

80

84

80

84

85

89

歳
～

→
 

歳
～

85

90

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳

～

歳→
 

～

歳



15 

 

６． 地域別に見た転入・転出の状況 

６－１． 地域ブロック別及び関西ブロックで見た移動の状況 

○ 転入は、奈良県内で５２％、大阪府で２２％となっており、転出は、奈良県内で５２％、大阪府で１８％と

なっています。転入・転出ともに関西ブロック内（三重県を含む）で約８０％を占めています。 

○ 関西ブロック以外では、東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）からの転入が６％、転出が７％

を占めています。 

 

 

広域的な移動の状況（転入者数、２０２３年）     広域的な移動の状況（転出者数、２０２３年） 

 
 

（出典）日本人移動者：住民基本台帳の人口移動データに基づく特別集計表 

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局作成）により作成 

  

奈良県内,

251人,52%

大阪府,

104人,22%

和歌山県,9人,2%

三重県・滋賀県・京都府・兵庫県,

34人,7%

東京圏,28人,6%

関西、東京圏以外,

57人,12%

関西ブロック内,

398人,82%

関西ブロック

以外,

85人,18%

奈良県内,

297人,52%

大阪府,

100人,18%

和歌山県,12人,2%

三重県・滋賀県・京都府・兵庫県,

56人,10%

東京圏,38人,7%

関西、東京圏以外,

66人,12%

関西ブロック内,

465人,82%

関西ブロック

以外,

104人,18%
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６－２． 県内各地域及び周辺自治体との人口移動の状況 

○ 奈良県内では、北西部エリアに対しての移動が多く、大きく転出が超過しています。 

○ 中部エリアも、移動数が比較的多く、転入と転出が同程度となっていますが、前回の人口ビジョン（R２.３）

と比較すると、転入は増加（前回８０人⇒今回９１人）し、転出は減少（前回１４２人⇒今回９２人）して、結

果として同程度となっています。 

○ 御所市が含まれる吉野エリアでは、転入が転出を上回っています。 

○ 奈良県外では、大阪市との移動が多くなっており、これもやや転出が超過していますが、前回の人口

ビジョン（R２.３）と比較すると、転入はやや増加（前回３７人⇒今回４２人）し、転出はやや減少（前回

５５人⇒今回４４人）しています。 

 

周辺エリアとの転入・転出数の状況（２０２３年） 

 

 

※奈良市エリア…奈良市 

※北西部エリア…大和高田市、大和郡山市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵

町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 

※中部エリア  …天理市、橿原市、桜井市、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村 

※東部エリア  …宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村 

※吉野エリア  …五條市、御所市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、 

下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 

 

（出典）日本人移動者：住民基本台帳の人口移動データに基づく特別集計表 

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局作成）により作成 

  

奈良市エリア 北西部エリア 中部エリア 東部エリア 吉野エリア 大阪市 和歌山県

転入者数 18人 96人 91人 3人 43人 42人 9人

転出者数 26人 149人 92人 2人 28人 44人 12人

0人

20人

40人

60人

80人

100人

120人

140人

160人

転入者数 転出者数
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周辺エリアとの純移動の状況 

 

※奈良市エリア…奈良市 

※北西部エリア…大和高田市、大和郡山市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵

町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 

※中部エリア  …天理市、橿原市、桜井市、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村 

※東部エリア  …宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村 

※吉野エリア  …五條市、御所市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、 

下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 

 

（出典）日本人移動者：住民基本台帳の人口移動データに基づく特別集計表 

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局作成）により作成 

  

奈良市エリア 北西部エリア 中部エリア 東部エリア 吉野エリア 大阪市 和歌山県

純移動者数

（2018年）
-5人 -83人 -62人 0人 26人 -18人 5人

純移動者数

（2023年）
-8人 -53人 -1人 1人 15人 -2人 -3人

-100人

-80人

-60人

-40人

-20人

0人

20人

40人
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６－３． 移動の多い地域のまとめ 

周辺エリアとの移動の状況（２０２３年） 

 

※奈良市エリア…奈良市 

※北西部エリア…大和高田市、大和郡山市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵

町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 

※中部エリア  …天理市、橿原市、桜井市、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村 

※東部エリア  …宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村 

※吉野エリア  …五條市、御所市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、 

下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 

 

（出典）日本人移動者：住民基本台帳の人口移動データに基づく特別集計表 

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局作成）により作成 

日本人住民：総務省統計局「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

 

 

  

奈良市エリア 

 転入者数： 18 人 

 転出者数： 26 人 

中部エリア 

 転入者数： 91 人 

 転出者数： 92 人 

東部エリア 

 転入者数： 3 人 

 転出者数： 2 人 

吉野エリア 

 転入者数： 43 人 

 転出者数： 28 人 

北西部エリア 

 転入者数： 96 人 

 転出者数：149 人 

大阪市 

 転入者数： 42 人 

 転出者数： 44 人 

【大阪府】 

 転入者数：104 人 

 転出者数：100 人 

その他の関西ブロック 

（三重県、滋賀県、 

京都府、兵庫県） 

   転入者数： 34 人 

   転出者数： 56 人 

御所市 

 総 人 口： 23,690 人 

 転入者数： 483 人 

 転出者数： 569 人 

【奈良県】 

 転入者数：２51 人 

 転出者数：297 人 

【和歌山県】 

 転入者数： 9 人 

 転出者数： 12 人 

橋本市 

 転入者数： 4 人 

 転出者数： 5 人 

関西圏以外 

 転入者数： 85 人 

 転出者数：１04 人 
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６－４． 移動の多い市町村（２０２３年） 

○ 桜井市、五條市からの転入者数が多く、転入超過となっています。 

○ 大和高田市、橿原市、葛城市等の近隣市町村との人口移動は、転出超過となっています。 

 

 

 

 

 

（出典）「RESAS（地域経済分析システム）-人口マップ- From-To 分析（定住人口）」  



20 

 

７． 男女別・年齢階級別に見た転入・転出の状況 

７－１． 男女別・地域別の状況（２０２３年） 

○ 男女ともに奈良県内への転出者が多くなっておりますが、女性の奈良県内の「転入-転出」について、

前回の人口ビジョン（R２.３）と比較すると、転出者が抑制（前回マイナス８３人、今回マイナス１６人）

されています。 

 

地域別・転入者数 

 

転入者の地域別割合 

 

地域別・転出者数 

 

転出者の地域別割合 

 

男女別・地域別の純移動［転入-転出］ 

  

（出典）日本人移動者：住民基本台帳の人口移動データに基づく特別集計表 

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局作成）により作成  

奈良県内

108人

奈良県内

143人

大阪府

63人

大阪府

41人

和歌山県

5人

和歌山県

4人

その他

63人

その他

56人

239人 244人

0人

50人

100人

150人

200人

250人

300人

男性 女性

奈良県内

52.0%
奈良県内

45.2%

奈良県内

58.6%

大阪府

21.5%
大阪府

26.4%

大阪府

16.8%

和歌山県

1.9%
和歌山県

2.1%

和歌山県

1.6%

その他

24.6%

その他

26.3%

その他

23.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

総数 男性 女性

奈良県内

138人

奈良県内

159人

大阪府

49人

大阪府

51人

和歌山県

7人

和歌山県

5人

その他

76人

その他

84人

270人
299人

0人

50人

100人

150人

200人

250人

300人

350人

男性 女性

奈良県内

52.2%

奈良県内

51.1%

奈良県内

53.2%

大阪府

17.6%

大阪府

18.1%

大阪府

17.1%

和歌山県

2.1%

和歌山県

2.6%

和歌山県

1.7%

その他

28.1%

その他

28.2%

その他

28.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

総数 男性 女性

奈良県内

-46人

奈良県内

-30人

奈良県内

-16人

大阪府

4人

大阪府

14人

大阪府

-10人

和歌山県

-3人

和歌山県

-2人
和歌山県

-1人

その他

-41人

その他

-13人
その他

-28人

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

総数 男性 女性
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７－２． 男女別・年齢階級別に見た転入・転出の状況（２０２３年） 

(１) 総数 

○ ２０～３０歳代で転入・転出の社会移動が多く、特に２０～２４歳の年齢階級で、転出者数が約１２０人

以上と突出しています。 

○ また、移動先の内訳をみると、２０～２４歳と２５～２９歳の年齢階級で、奈良県内に加え、大阪府及びそ

の他の地域への転出超過が大きくなっており、大学等への進学や、結婚や就職に伴う移動が大きくな

っていることがうかがわれます。 

年齢階級別・転入者数（総数） 

 
年齢階級別・転出者数（総数） 

 
年齢階級別・純移動数［転入-転出］（総数） 

  
（出典）日本人移動者：住民基本台帳の人口移動データに基づく特別集計表 

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局作成）により作成  

0

20

40

60

80

100

120

140

その他

和歌山県

大阪府

奈良県内

（人）

0

20

40

60

80

100

120

140

その他

和歌山県

大阪府

奈良県内

（人）

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

その他

和歌山県

大阪府

奈良県内

（人）
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(２) 男性 

○ ２０～２４歳から３５～３９歳の社会移動数が多く、特に、２０～２４歳で転出超過が際立っています。 

 

年齢階級別・転入者数（男性） 

 
年齢階級別・転出者数（男性） 

 
年齢階級別・純移動数［転入-転出］（男性） 

 
（出典）日本人移動者：住民基本台帳の人口移動データに基づく特別集計表 

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局作成）により作成 
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(３) 女性 

○ ２０～２４歳と２５～２９歳の社会移動数が多く、特に、２０～２４歳で転出超過が際立っています。 

 

年齢階級別・転入者数（女性） 

 
年齢階級別・転出者数（女性） 

 
年齢階級別・純移動数［転入-転出］（女性） 

 
（出典）日本人移動者：住民基本台帳の人口移動データに基づく特別集計表 

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局作成）により作成 
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 参 考  統計データからみえる御所市の現状 

 

＜御所市の空き家の現状＞ 

○ 御所市の空き家数は増加傾向にあります。 

○ 空き家率（住宅総数に占める空き家数の割合）は、五條市に次いで高い状況となっています。 

 

◆空き家数の推移（指数） 

 
※葛城市、宇陀市については、過年度の統計資料が不足しているため、空き家数の推移は算出不能 

 

◆空き家率（２０２３年） 

 
出典：総務省統計局「令和５年住宅・土地統計調査」 
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＜御所市の交流人口の現状＞ 

○ 御所市の主要観光施設の入込客数は、新型コロナウイルス感染症の影響により２０２０～２０２１年度は

減少していましたが、近年の入込客数はコロナ禍以前に戻っています。 

○ 主要観光施設の⽉別の入込客数は、５⽉（ツツジシーズン）が顕著に多く、１０⽉・１１⽉（すすき・紅葉シ

ーズン）の秋も⽐較的多いですが、春に偏っている状況です。 

 

◆御所市の主要観光施設 入込客数の推移 

 

 
 

◆御所市の主要観光施設 入込客数の月別分布状況（２０２３年度） 

  

出典：御所市統計資料より 
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○ 「かもきみの湯」の入込客数は２０１９年度まで横ばい傾向を示し、新型コロナウイルス感染症の影響や

施設の大規模修繕工事により２０２０年度は急減していましたが、近年の入込客数はコロナ禍以前に戻

っています。 

○ 「御所の郷」の入込客数はオープン後、毎年約２０万人を維持しています。 

○ ⽉別の入込客数は、年間を通して３．５万人～４.５万人となっています。 

 

◆その他施設 入込客数の推移 

 

 
◆その他施設 入込客数の月別分布状況（２０２３年度） 

 
出典：御所市統計資料より 
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８． 合計特殊出生率と出生数の推移 

８－１． 合計特殊出生率、出生数 

○ 合計特殊出生率は、奈良県では全国平均を０.１ポイント程度下回っており、御所市は２００３年以降、

奈良県をさらに下回る水準で推移していますが、近年は０.０３ポイント上昇し、１.１６となっています。 

全国、奈良県、御所市の合計特殊出生率の推移（１９９６年→２０２２年） 

 
（出典）全国、奈良県：厚生労働省「人口動態統計」 

御所市：厚生労働省「人口動態統計特殊報告」 

 

 

御所市の出生数と合計特殊出生率の推移（１９９６年→２０２２年） 

 
（出典）出生数：総務省統計局「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 

 ※２０１２年度以前は４月１日から３月３１日までの間、２０１３年以降は１月１日から１２月３１日までの間の人口動態 

合計特殊出生率：厚生労働省「人口動態統計特殊報告」 

 ※合計特殊出生率：１５～４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの 
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御所市 1.30 1.30 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

合
計
特
殊
出
生
率

260 259

279

241

269

198

221

196 193

177

203
191

166 166
148

136 139
127 125 120 125

105
117

107
95

81
90

1.30 1.30
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23

1.15 1.15

1.15

1.15 1.15

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

2.1

0

50

100

150

200

250

300

350

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

合
計
特
殊
出
生
率

出
生
数
（
人
）

出生数 合計特殊出生率



28 

 

８－２． 年齢階級別・出生数の推移 

○ 女性の年齢階級別の出生数をみると、２０１８年以降２９歳以下の年齢階級が全体の４０～５０％程度

で推移しています。 

○ 全国的には晩産化の傾向が指摘されており、２９歳以下は全体の４０％程度から徐々に減少していま

す。 

○ 御所市においては、２０１４年までは２９歳以下の出生割合が高い水準で維持されており、２０１５年と

２０１７年は一旦減少しましたが、それ以降の出生割合は再度、高い水準を維持しています。 
 

年齢階級別・出生数の推移（御所市） 

  
（出典）奈良県医療政策部「保健衛生統計データ人口動態」 

 

年齢階級別・出生数割合の推移（御所市） 

  
（出典）奈良県医療政策部「保健衛生統計データ人口動態」  
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＜参考：全国の状況＞ 
年齢階級別・出生数の推移（全国） 

  

（出典）厚生労働省「人口動態統計」 

年齢階級別・出生数割合の推移（全国） 

  
（出典）厚生労働省「人口動態統計」 

＜参考：御所市と全国の２９歳以下の出生数割合＞ 

 ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ 

御所市 ４９.４% ５１.３% ４８.７% ５０.０% ４４.１% ４８.３% ４４.８% ３９.１% ５０.４% ３６.１% ４６.１% ４９.５% ５０.０% ４６.８% ４８.９% 

全 国 ４１.９% ４１.１% ４０.３% ３９.８% ３８.６% ３７.７% ３６.６% ３５.７% ３５.２% ３４.９% ３４.９% ３４.７% ３４.６% ３４.０% ３３.８% 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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15～19歳 15,427 14,620 13,495 13,274 12,712 12,913 12,970 11,891 11,053 9,863 8,741 7,742 6,911 5,510 4,531
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９． 雇用や就業の状況 

９－１． 市内の就業者数 

○ 就業者の多い産業として、男性は製造業が約１,３００人と突出しており、次いで、卸売業・小売業、建

設業と続いています。 

○ 女性は医療・福祉が約１,０００人で最も多く、次いで製造業、卸売業・小売業が多くなっています。 

○ 特化係数については、複合サービス事業[男女]、製造業[男女]、農業・林業[男性]、サービス業（他

に分類されないもの）[男性]が高くなっています。 

 

男女別・産業別就業者数（御所市内） 

 

 

※男女合計の就業者数が１０人未満の産業は表示していない 

※産業の特化係数＝御所市内の産業の就業者比率／全国の産業の就業者比率 

 

（出典）総務省統計局「令和２年国勢調査」 
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 参 考  統計データからみえる御所市の現状 

 

＜御所市の就業状況の現状＞ 

○ 奈良県を偏差値５０とした場合の就業状況をみると、御所市では労働力率が低く、特に女性の労働力

率が低い状況にあります。 

○ 事業所数（２０２１年）については、御所市は１,０５８事業所と近隣市の中で最も低くなっています。 

 

◆労働力率及び昼夜間人口比率（偏差値） 

 

出典：総務省統計局「令和２年国勢調査」 

 

◆事業所数（２０２１年） 

 

出典：総務省統計局「令和３年経済センサス-活動調査」 
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９－２． 市内就業者の年齢構成 

○ 農業、林業において、男女とも６０歳以上の就業者が７０％以上を占め、特に高齢化が進んでいます。 

 

市内就業者の年齢構成 

  

 

※男女合計の就業者数が１００人を超える産業のみ表示 

（出典）総務省統計局「国勢調査」（令和２年） 
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 参 考  統計データからみえる御所市の現状 

 

＜御所市の農業の現状＞ 

○ 御所市では農産品産出額が２０１６年までは増加傾向にありますが、２０18 年以降は減少傾向にあり、

奈良県よりも減少率は大きくなっています。 

 

◆農産品産出額の推移（指数） 

 

出典：農林水産省「市町村別農業産出額（推計）」 

 

  

100.0
102.2

111.8 111.8
108.8

101.5
97.8

94.1 92.6

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

奈良県 御所市 大和高田市 橿原市

葛城市 五條市 宇陀市 香芝市



34 

 

 将来人口推計 

１． 総人口推計の比較 

総人口推計については、下記のパターン１（社人研推計準拠）で算定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パターン１（社人研推計準拠）による２０４５年（令和２７年）の総人口は、１２,６４１人となっています。 

 

パターン１ 総人口の推計結果 

 
※「社人研推計準拠」とは、コーホート要因法による将来人口推計を算出した値であり、端数処理等の

関係で、社人研推計の最終的な推計結果（P6 推計値）と若干値が異なる場合があります。 
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パターン１（社人研推計準拠）：全国の移動率について、足元の傾向が続くと仮定した推計 

（出生に関する仮定） 

２０２０年（令和２年）の全国の子ども女性比と各市区町村の子ども女性比との比をとり、その比が概

ね維持されるものとして２０２５年（令和７年）以降、市区町村ごとに仮定。 

（移動に関する仮定） 

２００５（平成１７）～２０１０年（平成２２年）、２０１０（平成 22）～２０１５年（平成 27 年）、2015（平成

２７）～２０２０年（令和２年）の 3 期間に観察された地域別の平均的な人口移動傾向が 2045（令和

27）～２０５０年（令和３２年）まで継続すると仮定。 
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２． 自然増減、社会増減の影響度を反映した総人口の分析 

将来人口に及ぼす、自然増減（出生、死亡）や社会増減（転入、転出）の影響度を分析するため、先のパ

ターン１に加え、下記の２つのシミュレーションで算定し、影響度の分析を行います。 

 

 

シミュレーションの結果、２０５０年時点について、シミュレーション１が１１,４９６人、シミュレーション２が

１５,０５７人となりました。 

 

 

  

10,789

11,496

15,057

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065

パターン１（社人研推計準拠）

シミュレーション１（出生率向上）

シミュレーション２（出生率向上＋移動ゼロ）

（人）

（年）

シミュレーション１：仮にパターン１（社人研推計準拠）において、合計特殊出生率を２０３０年（令和１２年）

までに人口置換水準（人口を長期的に一定に保てる水準の２.１）まで上昇したとした

場合のシミュレーション。 

 

シミュレーション２：仮にパターン１（社人研推計準拠）において、合計特殊出生率が２０３０年（令和１２年）

までに人口置換水準（２.１）まで上昇し、かつ人口移動が均衡したとした場合（転入・

転出数が同数となり、移動がゼロとなった場合）のシミュレーション。 
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３． 自然増減、社会増減の影響度を反映した人口構造の分析 

年齢３区分ごと現状値とシミュレーション１及び２を比較してみると、シミュレーション１は「０-１４歳人口」

と「うち０-４歳人口」のいずれも大幅に減少しているが、シミュレーション２では、「０-１４歳人口」のみの減

少しており、「うち０-４歳人口」は変わらない値となります。 

また、パターン１とシミュレーション１及び２を比較してみると、人口増減率において、「１５-６４歳人口」で

は、シミュレーション１では大きな違いはありませんが、シミュレーション２では減少率がかなり抑制され、「２０

-３９歳女性人口」で見ても、その減少割合は大きく抑制されています。 

 

２０５０年の人口構造（単位：人） 

 総人口 

０-１４歳人口 
１５-６４歳 

人口 

６５歳以上 

人口 

２０-３９歳 

女性人口  うち０-４歳 

人口 

２０２０年 現状値 ２４,０９６ １,８４３ ４８４ １２,０７５ １０,１０２ １,８５３ 

２０５０年 

パターン１ １０,７８９ ５２４ １３７ ３,９９１ ６,２７４ ５３７ 

シミュレーション１ １１,４９６ ９１６ ２７３ ４,３０６ ６,２７４ ６３６ 

シミュレーション２ １５,０５７ １,５５１ ４８２ ７,０７３ ６,４３４ １,０８３ 

 

２０２０年→２０５０年の人口増減率（単位：％） 

 総人口 

０-１４歳人口 
１５-６４歳 

人口 

６５歳以上 

人口 

２０-３９歳 

女性人口  うち０-４歳 

人口 

２０２０年→ 

２０５０年 

増減率 

パターン１ -５５.２  -７１.６  -７１.８  -６６.９  -３７.９  -７１.０  

シミュレーション１ -５２.３  -５０.３  -４３.６  -６３.４  -３７.９  -６５.７  

シミュレーション２ -３７.５  -１５.９  -０.３  -４１.４   -３６.３  -４１.６  
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４． 人口比率の変化（長期推計） 

０－１４歳人口比率は、パターン１では、２０２０年から一貫して減少傾向となっていますが、シミュレーション

１と２は２０３０年から増加傾向となります。 

６５歳以上人口比率では、シミュレーション１では２０６０年から、人口移動の均衡を想定したシミュレーシ

ョン２ではさらに早く２０４５年から減少に転じます。 

 

人口比率の変化（長期推計） 

  ２０２０年 ２０２５年 ２０３０年 ２０３５年 ２０４０年 ２０４５年 ２０５０年 ２０５５年 ２０６０年 ２０６5 年 

パ
タ
ー
ン
１ 

総人口 24,096 21,670 19,314 16,989 14,731 12,641 10,789 9,132 7,631 6,296 

０-１４歳 

人口比率 
7.6% 6.7% 6.1% 5.6% 5.4% 5.2% 4.9% 4.5% 4.3% 4.1% 

１５-６４歳 

人口比率 
50.3% 48.3% 45.8% 43.2% 39.9% 38.5% 37.0% 35.8% 35.0% 33.9% 

６５歳以上 

人口比率 
42.1% 45.0% 48.2% 51.2% 54.7% 56.3% 58.2% 59.7% 60.7% 62.0% 

（７５歳以上 

人口比率) 
23.3% 28.4% 32.0% 34.0% 36.0% 38.3% 41.8% 43.2% 44.6% 45.3% 

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
１ 

総人口 24,096 21,798 19,572 17,373 15,233 13,257 11,496 9,911 8,482 7,227 

０-１４歳 

人口比率 
7.6% 7.2% 7.3% 7.7% 7.7% 7.8% 8.0% 8.2% 8.6% 9.4% 

１５-６４歳 

人口比率 
50.3% 48.0% 45.2% 42.3% 39.4% 38.5% 37.5% 36.8% 36.7% 36.6% 

６５歳以上 

人口比率 
42.1% 44.8% 47.5% 50.0% 52.9% 53.7% 54.6% 55.0% 54.6% 54.0% 

（７５歳以上 

人口比率) 
23.3% 28.2% 31.6% 33.3% 34.9% 36.5% 39.2% 39.8% 40.1% 39.5% 

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
２ 

総人口 24,096 22,474 20,903 19,326 17,780 16,337 15,057 13,923 12,927 12,102 

０-１４歳人口 

比率 
7.6% 7.3% 7.8% 8.9% 9.6% 10.1% 10.3% 10.5% 11.0% 12.0% 

１５-６４歳 

人口比率 
50.3% 49.3% 47.8% 46.1% 44.8% 45.7% 47.0% 48.6% 49.7% 48.9% 

６５歳以上 

人口比率 
42.1% 43.4% 44.5% 45.0% 45.6% 44.2% 42.7% 40.9% 39.4% 39.1% 

（７５歳以上 

人口比率) 
23.3% 27.3% 29.5% 29.8% 29.8% 29.7% 30.3% 28.9% 27.3% 25.1% 
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０-１４歳人口（年少人口）比率の長期推計 

 

 

６５歳以上人口（老年人口）比率の長期推計 
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 目指すべき人口の将来展望 

１． 人口動向分析・人口推計のまとめ 

１－１． 人口動向分析 

○ 総人口は１９８０年の３.７万人から一貫して右肩下がりに減少し、２０２０年は２.４万人までになってい

ます。 

○ 生産年齢人口、年少人口が減少を続け、２０３５年以降は、高齢者人口割合が５０%を超える超高齢

化へ完全に移行すると予測されます。 

○ 死亡数が出生数を上回る「自然減」かつ、転出数が転入数を上回る「社会減」の状況が続いており、

特に近年「自然減」の傾向がかなり強まっている一方で、「社会減」が抑制されています。 

○ １０代後半から３０代の年齢層での減少が顕著であり、男性、女性ともに２０代の転出超過が際立っ

ていますが、女性の２０代の転出超過は近年、抑制傾向にあります。 

○ 人口移動の状況は、大和高田市、橿原市、葛城市等の近隣自治体への流出が多くなっていますが、

近年は、奈良県中部エリアや大阪市などへの転出が抑制されています。 

○ 合計特殊出生率は全国及び奈良県を下回っておりますが、近年０.０３ポイント上昇し、１.１６となって

います。 

○ 全国的に晩産化の傾向が指摘されており、御所市においては、２０１４年までは２９歳以下の出生割

合が高い水準で維持されており、２０１５年と２０１７年は一旦減少しましたが、２０１８年以降の出生割

合は再度、高い水準を維持しています。 

 

１－２． 人口推計 

○ 自然増減と社会増減の両方による減少の影響度が強く、低出生率や流出超過が人口減少に大きく

影響しています。 

○ 人口の自然増をもたらす施策、社会増をもたらす施策の双方に注力して取り組むことが重要と考えら

れます。 

 

１－３． 第２次総合戦略における人口ビジョンとの比較 

○ 社人研が推計した値で比較すると、第２次総合戦略における人口ビジョン（以下、「前回の人口ビジョ

ン」という。）の２０６０年の総人口は８,８３４人でしたが、今回は７,６３１人と、約１,２００人減少しており、

人口減少が進行しています。 

○ 前回の人口ビジョンは、２０４５年の高齢化率（６５歳以上人口の割合）は５３.６％でしたが、今回は同

年において５６.３％と増加しており、２０５０年には５８.２％と約６割近くになる予測となっています。 

○ 年齢階級別人口の移動では、特に女性の２０代の転出が多く、前回の人口ビジョンと同様に転出超

過数は大きくなっています。周辺市町村に比べて御所市の事業所数が少ないことや、女性の労働力

率が低いことから、市外での就職等を要因として転出していることが分かります。 

○ 「自然減」（出生数よりも死亡数が多い）は近年減少が大きくなり、前回の人口ビジョンと同様に「社

会減」（転入数よりも転出数が多い）を上回っています。 

○ 年齢階級別出生数の割合は、前回の人口ビジョンに掲載された２０１７年までは、２９歳以下が約４

０％となっていた年度もありましたが、２０１８年以降、５０%まで増加しています。  
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２． 目指すべき人口の将来展望 

２－１． 人口の将来展望 

どこに住んでいても誰もが快適に暮らし続けられるよう、デジタル力を活用したまちづくりに取り組むこと

で、人口減少を緩やかにします。 

出生率の向上施策及び転出抑制策等により、 

２０５０年に人口約１万３千人、２０６５年に約９千人の維持を目指します。 

※社人研推計準拠値（パターン１）：２０５０年：約１万１千人、２０６５年：約６千人 

 

２－２． 人口推計の考え方 

(１) 合計特殊出生率仮定値の設定 

奈良県は、２０１６年の人口ビジョンを作成する際、国の長期ビジョンの考え方に準じながらも、市町村によ

って合計特殊出生率に差異が生じていることを踏まえ、一律に２.０７とするのではなく、現在の出生率をベ

ースに１０年間で０.２ポイントずつ改善を図り（＋０.１/５年）、長期的には人口置換水準（２.０７）に回復する

との考えから、御所市では以下の合計特殊出生率を設定していました。 

合計特殊出生率仮定値（前々回（H２８.３）と前回（R２.３）の人口ビジョン） 

２０１０年 ２０１５年 ２０２０年 ２０２５年 ２０３０年 ２０３５年 ２０４０年 ２０４５年 ２０５０年 ２０５５年 ２０６０年 

１.１３ １.２０ １.３０ １.４０ １.５０ １.６０ １.７０ １.８０ １.９０ ２.０７ ２.０７ 

 

今回の人口ビジョンでは、改めて、現在の御所市の合計特殊出生率から１０年で０.２改善する考えで、以

下の通り設定しました。 

合計特殊出生率仮定値（今回の人口ビジョン） 

２０２０年 ２０２５年 ２０３０年 ２０３５年 ２０４０年 ２０４５年 ２０５０年 ２０５５年 ２０６０年 ２０６５年 

１.１６ １.２６ １.３６ １.４６ １.５６ １.６６ １.７６ １.８６ １.９６ ２.０７ 

 

 

(２) 社会移動数の設定 

転出抑制策の展開により、転出者数が半減するものと仮定します。 

※転出者数は２０２２年実績から、社会減の約１０倍の値（社会減７１人に対し、転出者数７６９人）相当とし、各年の社人研

の推計人口値を男女別･年齢別人口割合で按分し算出。 
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推計結果 

 
 

 

３． 対策等の方針 

課題① 

出生率は低くなっていますが、市民アンケートにおいて若年層（３９歳以下）では理想として２人

以上の子どもを欲しいと考えている方の割合が６割を超えています。そのため、出産・子育てにか

かる経済的負担の軽減や安心して子育てできる環境を整えることで、若年層の流出を抑制し、出

生率を高めます。 

 

課題② 

住環境の充実が今後も御所市に住み続けたいと思う条件として挙げられており、生活環境の

向上、医療施設の充実等を図り、市外への転出を抑制する必要があります。 

 

課題③ 

市民アンケートにおいて、今後も取り組んでほしい施策として、JR・近鉄御所駅の周辺整備や農

業振興、高齢者が安心して暮らせるまちづくり、子育て支援の充実といった施策が挙げられており、

これらの施策は今後も取り組んでいく必要があります。 

 

  

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065

パターン１（社人研推計準拠） 24,096 21,670 19,314 16,989 14,731 12,641 10,789 9,132 7,631 6,296

シミュレーション１（出生率向上） 24,096 21,798 19,572 17,373 15,233 13,257 11,496 9,911 8,482 7,227

シミュレーション２（出生率向上＋移動ゼロ） 24,096 22,474 20,903 19,326 17,780 16,337 15,057 13,923 12,927 12,102

独自推計 24,096 22,136 20,216 18,295 16,417 14,670 13,106 11,697 10,424 9,315

5,000
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第３部 御所市第３次まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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 御所市の現状と課題 

１． 統計データ・人口ビジョン（第２部参照） 

人口推移予測 

○ 総人口は１９８０年の３．７万人から一貫して右肩下がりに減少し、２０２０年は２.４

万人となっています。 

○ 将来推計人口は、第２次総合戦略策定時の推計よりもさらに減少が進行しており、

２０５０年には１.１万人になると予測されます。 

⇒課題：人口減少を食い止めることが必要 

○ 生産年齢人口は、今後さらに減少し、超高齢化へ移行すると予測されます。 

○ ２０５０年には高齢化率（６５歳以上人口の割合）は６０％に近づくと予測されます。 

⇒課題：生産年齢人口の確保が必要 

⇒課題：少子高齢化への適応が必要 

自然増減 

○ 死亡数が出生数を上回る「自然減」の状態が続いてきましたが、近年では少子高

齢化の影響により、さらに減少の割合が増大しています。 

⇒課題：出生数の確保が必要 

社会増減 

○ 男女ともに２０代前半の転出が顕著となっており、進学や就職、結婚等の機会での

転出が要因と推測されます。なお、女性の２０代前半は前回の人口ビジョン（R２.３）

と比較して、転出が抑制されています。 

⇒課題：若年層の市外流出を食い止めることが必要 

○ 地域別でみると、五條市をはじめ吉野エリアからの転入が転出に比べ多く、また、

大和高田市、葛城市等の北西部エリアへの転出が転入に比べ多くなっています。

一方、桜井市等の中部エリアの転入が増加、転出が減少し、転入・転出数が同程

度となっています。（近隣の利便性の高い市町村への転出が多い。） 

⇒課題：御所市の利便性を向上することが必要 

結婚・出産 

○ 全国的に晩産化の傾向が指摘されており、御所市においては、２０１４年までは２９

歳以下の出生割合が高い水準で維持されており、２０１５年と２０１７年には一旦減

少しましたが、２０１８年以降の出生割合は再度、高い水準を維持しています。 

⇒課題：若年層を市内にとどめ、出生数を確保することが必要 

空き家数 

○ 空き家数は増加傾向にあり、空き家率（住宅総数に占める空き家数の割合）は、周

辺市町村※で五條市に次いで２番目に高い状況となっています。 

⇒課題：空き家の有効活用が必要 

交流人口 

○ 主要観光施設の入込客数は、新型コロナウイルス感染症の影響により２０２０～２０２１

年度は減少していましたが、近年の入込客数はコロナ禍以前に戻っています。 

○ 入込客数のうち、５月のツツジシーズンに訪れている人が大部分を占めており、季

節によって偏りがあります。 

⇒課題：インバウンドや関西地方の観光客等を捉え、交流人口の拡大が必要 

雇用・就業 

○ 御所市では特に女性の労働力率が低く、市内事業所数も少ない状況です。 

⇒課題：働く場所の創出が必要 

○ 産業別の就業状況では、特に農業、林業従事者の高齢化が進んでいます。（６０歳

以上が７割以上） 

⇒課題：農業の担い手確保が必要 

将来人口予測 
○ 自然増減を改善（２０６５年に合計特殊出生率２.０７を確保）した場合に、将来人

口が優位になります。 
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（ｼﾐｭﾚ ｼｮ ） ⇒課題：出生数の確保が必要 

※周辺市町村：大和高田市、橿原市、五條市、香芝市 

 

 

２． 各種アンケート調査 

(１) 市民アンケート 

調査期間 令和６年８月２６日～令和６年９月９日 

調査対象 １５歳以上の市民 ３,０００人を無作為抽出 

有効回収数 １,０７２票（有効回収率３５.７％） 

調査方法 郵送配布、郵送・Weｂ回収 

結果の要点 
【住みやすさについて】 

○ 御所市に住み続けたいと思う人の割合は、半数程度となっています。 

⇒課題：住み続けたいと思う回答の結果から、「買物が便利」、「医療施設が充

実している」、「通勤が便利である」等の条件が整うことが必要 

図：問．御所市に住み続けたいと思いますか 

 

 
 

【子育てについて】 

○ 子育てしやすいまちだと思う人の割合は、４人に１人にとどまっています。 

⇒課題：行政が取り組むべき出産・子育て支援に関する回答の結果から、「経

済的負担の軽減」、「多様なニーズに応じた保育サービス」、「情報提供の充

実」等の取組が必要 

図：問．御所市は子育てがしやすいまちだと思いますか 
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50～59歳(N=188)

60～69歳(N=269)

70～79歳(N=360)

80歳以上(N=208)

性
別

年
齢
別

とてもそう思う そう思う そう思わない 全くそう思わない わからない 無回答
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結果の要点 
【雇用・就職について】 

○ 御所市以外で就職したい理由（在学中の方が回答）は、「地元にやりたい仕

事がないから」が最も多く約５割となっています。 

⇒課題：行政が取り組むべき雇用促進に関する回答の結果から、「企業誘致に

よる雇用拡大」、「資格取得に向けた支援」等の取組が必要 

図：問．御所市以外で就職したい理由は何ですか 

 
 

【総合戦略の施策について】 

○ 「御所市第２次まち・ひと・しごと創生総合戦略」で取り組んできた施策につ

いて、現状の満足度と今後の重要度の評価点の回答を集計した結果、満足

度が高いのは、「ごみ出し（不燃ごみ）の負担軽減」、「予防を重視した健康

づくり支援」となっており、重要度が高いのは、「公共交通アクセスの向上」、

「誰もが働きやすい環境づくり」となっています。 

⇒課題：施策の満足度と重要度の評価点の順位の結果から、満足度が低く、重

要度が高い施策である「公共交通アクセスの向上」、「誰もが働きやすい環境

づくり」、「耕作放棄地や担い手不足を解消する農業の振興」、「近鉄・ＪＲ御

所駅及びその周辺の総合的な整備」の対応が必要 

図：問．施策の満足度と重要度の評価点の順位 
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(２) 子育て世帯アンケート 

調査期間 ➀令和６年７月２７日（土） 

➁令和６年９月頃 

調査対象 ➀子育て向けコンサート参加者 

➁保育園に通う園児の保護者 

有効回収数 ６５票 

調査方法 ➀アンケート調査（回答者自身が記入。必要に応じて調査員が補助） 

➁保育園を通じて Weｂアンケート調査 

結果の要点 
【子育て支援策について】 

○ 御所市の子育て支援策について、７割の方が利用していないと回答した項

目は、半数程度（１４施策中７施策）となっています。 

⇒課題：子育て支援策に関する認知・評価に関する回答の結果から、対象者へ

の情報発信を充実するとともに、「施策が必要な方」と「支援策」の適切なマ

ッチング等の取組が必要 

図：問．子育て支援策の評価しているもの 
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産婦人科・小児科オンライ
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支給(N=65)

チャイルドシート等購入費
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学童保育(N=65)

１．はい ２．いいえ 無回答

育児支援サービス(           )
ベビー
シッター等
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(３) 関係人口アンケート 

調査期間 令和６年９月５日（木） 

調査対象 奈良県（市以外）、和歌山県及び大阪府の住民で、御所市と関わりのある方 

有効回収数 ５００票（奈良県：１００票、大阪府：３００票、和歌山県：１００票） 

調査方法 Weｂモニターアンケート 

結果の要点 ○ 御所市に移住したいと回答した２０～３０代の割合は、約４割となっています。

一方、６０代以上の割合は低くなっています。 

⇒課題：「移住したい」と考える若い世代の割合が多いことから、移住に関する

情報発信や就業の支援、住居等の補助を行い、移住定住に繋げることが必

要 

図：問．将来、御所市へ移住をしたいと思いますか 
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(４) 来訪者アンケート 

調査期間 令和６年５月１０日（金） 

調査対象 葛城高原自然つつじ園への観光客 

有効回収数 ６７票 

調査方法 アンケート調査（調査員が聞き取り調査） 

結果の要点 ○ 御所市の印象としては、「自然が豊かなまち」、「ツツジのまち」、「静かでの

どかなまち」等があげられました。 

○ 観光の視点で御所市にあった方がよい施設は、「休憩施設（道の駅等）」、

「飲食施設」、「土産物屋」等があげられました。 

○ 観光で来ている方は高齢者世代が多く、御所市への移住を考える方は非常

に少なかった。 

⇒課題：観光客からは、「休憩施設（道の駅等）」の意見が多く、また、「自然が

豊かなまち」など、自然や環境がよいイメージがあるため、自然を活かした集

客施設・商業施設等の整備や場づくりが必要 
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３． 第２次総合戦略の基本目標及びＫＰＩの達成状況 

第２次総合戦略では、以下の３つの基本目標や各種ＫＰＩ等を掲げ、地方創生に向けて様々な施策を展

開してきました。第２次総合戦略策定時から令和６年度までの基本目標ごとの指標の達成状況は以下のと

おりです。 

▼第２次総合戦略 基本目標 

① みんなが安心して暮らし続けられるまちづくり 

② 若い世代の人も暮らしたいと感じられるまちづくり 

③ 地域資源を活用した、魅力的なまちづくり 

 

 

 基本目標１  みんなが安心して暮らし続けられるまちづくり  

御所市の総人口は右肩下がりに減少しており、少子高齢化が今後より一層進むことが予測される中、市

民の利便性の向上や安心・安全の確保が課題となっていました。 

そこで、第２次総合戦略では、市の玄関口である駅周辺の整備をはじめ、不燃ごみの戸別収集や高齢者

が生き生きと暮らせる環境整備等、暮らしに関わる総合的な取組を積極的に推進してきました。 

その成果として、「御所市は住みやすいまち」だと思う市民の割合は、第２次総合戦略策定時の５１.１％

から６２.９％と１１.８ポイント上昇しています。 

今後も人口減少及び少子高齢化が進むことが予測されるため、デジタル技術を効果的に活用するなど

して、利便性のさらなる向上や豊かな暮らしの実現につなげていくことが必要です。 

 

表：数値目標 

数値目標 第２次 策定時 第２次 目標値 現状値 

「御所市は住みやすいまち」 

だと思う市民の割合 
５１.１％ ６０％ ６２.９％ 

表：ＫＰＩ進捗評価（R６年度評価） 

評 価 指標数 取り組んだ主な施策 

A 評価 ５ ・不燃ごみの戸別収集 等 

B 評価 ２５ ・近鉄御所駅西側市有地活用 等 

C 評価 ７ ・防災リーダーの育成 等 

D 評価 １３ ・JR・近鉄線の大阪や橿原方面への鉄道利便性の向上 等 

E 評価 ４ ・ＡＩを活用した道路監理システムの導入 等 

 

※A 評価：事業目的が達成されており、事業効果が現れている。 

B 評価：概ね予定どおりに進捗しており、事業効果が現れ始めている。 

C 評価：着手しているが事業効果が現れておらず、要因の分析を要する。 

D 評価：未着手または事業の一部見直しを要する。 

E 評価：事業自体の抜本的見直しを要する。  



50 

 

 基本目標２  若い世代の人も暮らしたいと感じられるまちづくり  

御所市では、１５～３９歳の転出が顕著であり、若年層の市外流出を抑制することが課題となっていたこと

から、第２次総合戦略では、若年層や子育て世代が暮らしたいと感じられるまちの形成を目指して、定住促

進のための支援や出産・子育て環境の充実、子どものための魅力ある教育環境の整備等に取り組んでき

ました。 

その成果として、若年層の大幅な転出抑制には至っていませんが、女性の２０代前半は前回の人口ビジョ

ン（H２８.３）と比較して、転出が抑制されています。また、数値目標である「０～１４歳の子どもの転出超過数」

は転入超過となっています。 

一方、合計特殊出生率は１.１６と伸び悩んでおり、引き続き出生数の確保が課題であることから、結婚・

出産・子育て環境のさらなる充実が必要といえます。 

 

表：数値目標 

数値目標 第２次 策定時 第２次 目標値 現状値 

合計特殊出生率 
１.１３ 

（H２０～H２４年） 

１.３ 

（H３０～Ｒ４年） 

１.１６ 

（H３０～Ｒ４年） 

０～１４歳の 

子どもの転出超過数 

１１人 

（H３０年度） 

 

０人 

（R６年度） 

 

‐１０人 

（R５年度） 

※転入超過 

１５～３９歳の 

若者の転出超過数 

１２５人 

（H３０年度） 

６０人 

（R６年度） 

１２１人 

（R５年度） 

表：ＫＰＩ進捗評価（R６年度評価） 

評 価 指標数 取り組んだ主な施策 

A 評価 ４ ・チャイルドシート等購入に対する支援策の推進 等 

B 評価 １９ ・特色ある学校づくり 等 

C 評価 ３ ・多世代同居の補助制度の利用促進 等 

D 評価 ０ ― 

E 評価 １ ・幼児二人同乗用自転車購入費用の補助制度の創設 

 

※A 評価：事業目的が達成されており、事業効果が現れている。 

B 評価：概ね予定どおりに進捗しており、事業効果が現れ始めている。 

C 評価：着手しているが事業効果が現れておらず、要因の分析を要する。 

D 評価：未着手または事業の一部見直しを要する。 

E 評価：事業自体の抜本的見直しを要する。 
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 基本目標３  地域資源を活用した、魅力的なまちづくり  

御所市の主要観光施設の入込客数は、新型コロナウイルス感染症の影響により一時大きく減少しました。

第２次総合戦略では、スポーツやシティプロモーション、歴史・文化資源、食など、多様な視点から魅力向上

に取り組み、その成果として、近年の入込客数はコロナ禍以前に戻っています。 

また、市内における働く場の充実については、第１次総合戦略より重要な課題であり、第２次総合戦略に

おいても、雇用創出に向けて、工場等設置奨励制度や創業支援制度等により、企業誘致の推進等に取り組

んできました。 

今後も、制度の周知及び利用促進を図るとともに、奈良県との協働による御所ＩＣ周辺への企業誘致を

推進し、雇用拡大に向けた取組が必要です。 

 

表：数値目標 

数値目標 第２次 策定時 第２次 目標値 現状値 

年間商品販売額 
４１２億円 

（H２８年度） 

４１２億円 

（R６年度） 

３００億円 

（R３年度） 

付加価値額 
２０４億円 

（H３０年度） 

２１３億円 

（R６年度） 

２１４億円 

（R２年度） 

表：ＫＰＩ進捗評価（R６年度評価） 

評 価 指標数 取り組んだ主な施策 

A 評価 ７ ・歴史的文化遺産を活用したまちづくり 等 

B 評価 ２８ ・葛城山の登山道及び山頂の整備 等 

C 評価 ２１ ・御所ＩＣ周辺整備と企業誘致の推進 等 

D 評価 １１ ・ラグビーフェスティバルの開催 等 

E 評価 ３ ・地域映画プロジェクト 等 

 

※A 評価：事業目的が達成されており、事業効果が現れている。 

B 評価：概ね予定どおりに進捗しており、事業効果が現れ始めている。 

C 評価：着手しているが事業効果が現れておらず、要因の分析を要する。 

D 評価：未着手または事業の一部見直しを要する。 

E 評価：事業自体の抜本的見直しを要する。 
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 御所市第３次総合戦略の基本方針 

御所市第３次総合戦略は、第１章で整理した現状と課題を踏まえるとともに、国及び奈良県の総合戦略

を勘案して施策を推進していきます。 

 

１． 国及び奈良県の総合戦略の方向性 

１－１． 【国】デジタル田園都市国家構想総合戦略 

＜デジタルの力を活用した地方の社会課題解決・魅力向上＞ 

地方の経済・社会に密接に関係する様々な分野においてデジタルの力を活用し、社会課題解決

や魅力向上を図るため、これらを実現する上で重要な要素として、以下の４つの類型に分類して、

それぞれの取組を推進する。 

１ ： 地⽅に仕事をつくる 

２ ： ⼈の流れをつくる 

３ ： 結婚・出産・⼦育ての希望をかなえる 

４ ： 魅⼒的な地域をつくる 

 

１－２． 【奈良県】第３期奈良県地方創生総合戦略 

基本目標１ ： 県民や事業者の安心と暮らしへの責任（３つの責任） 

○安全・安心の確保 

○福祉の充実 

○医療の充実 

基本目標２ ： 奈良県の子ども、若者の未来への責任（３つの責任） 

○こども・子育て支援の充実、女性活躍の推進 

○教育の充実 

基本目標３ ： 豊かで活力ある奈良県を創る責任（３つの責任） 

○脱炭素社会の実現 

○工業・商業の振興 

○観光の振興 

○食と農の振興 

○林業の振興 

○文化の振興 

○スポーツの振興 

○南部東部地域の振興 

基本目標４ ： ３つの責任をしっかり果たすために 

○県発展のための基盤整備 

○まちづくりの推進 

○広域での連携 

○県庁の働き方・職場環境改革の推進 

○徹底した行財政改革 
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２． 市の地域ビジョン 

御所市第６次総合計画では、本市にとって貴重な地域資源であり、市民にとって誇りとなっている豊かな

自然と歴史・文化を次代に守り活かしていくことをこれからのまちづくりの基本としています。その上で、若い

世代が住みやすく、誰もが生き生きと暮らすことができ、まち全体の魅力を高めることで地域経済が活性化

するまち、そして、安全・安心な暮らし、自然と歴史・文化を活かしたまちを市民の皆さんとともにつくっていく

ことによって、市外から行きたい、市民も市外の人も住みたい、そして、御所市の良さを多くの人に語りたいと

思ってもらえるまちを目指して、将来都市像を「行きたい、住みたい、語りたい。～自然と歴史を誇れるまち 

ごせ～」と掲げ、各施策を推進しています。 

御所市第３次総合戦略では、総合計画の将来都市像である「行きたい、住みたい、語りたい。～自然と

歴史を誇れるまち ごせ～」を地域ビジョン（目指すべき将来像）とし、本市において大きな課題である人口

減少問題の解決に向けて、デジタルの力を活用することでこれまでの取組の発展と深化につなげていきな

がら、地方創生の充実・強化を図ります。 

 

 

３． SDGs（持続可能な開発目標）との一体的な推進 

「SDGs（持続可能な開発目標）」は、２０１５年９月に国連サミットにおいて採択された目標であり、２０３０

年に向けて全ての国に適用される普遍的な１７の目標です。 

SDGｓの理念は、本市の施策を進めていく上でも重要な観点であるため、御所市第３次総合戦略におい

ても、SDGｓの理念を踏まえながら各取組を推進し、「持続可能なまちづくり」と「地域活性化」の実現を目

指します。そのため、施策パッケージと SDGｓの１７のゴールとの関連性を整理し、施策体系（p.54）にまと

めることとします。 

 

図 SDGｓの１７のゴール  

（①貧困） （②飢餓） （③保健） （④教育） 

（⑦エネルギー） （⑧成長・雇用） （⑨イノベーション） （⑩不平等） 

（⑬気候変動） （⑭海洋資源） （⑮陸上資源） （⑯平和） 

（⑤ジェンダー） （⑥水・衛生） 

（⑪都市） （⑫生産・消費） 

（⑰実施手段） 
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 御所市第３次総合戦略の施策体系 

 

基本目標 数値目標 施策パッケージ 

基本目標１ 

みんなが安心し

て暮らし続けられ

るまちづくり 

◎「御所市は住みやすいまち」だと思う市民

の割合 

（R６実績：６２.９％ ➡ R１１目標：６５％） 

１-１ 市の玄関口からひろがる 

にぎわいの創出 

１-２ 生涯現役社会の実現 

１-３ 自然環境に優しい 

まちづくり 

１-４ 防災・防犯の強化 

１-５ 生活の利便性・快適性 

の向上 

基本目標２ 

若い世代の人も

暮らしたいと感じ

られるまちづくり 

◎合計特殊出生率 

（R１～R４実績：１．１６ 

➡ R５～R１０目標：１.２６） 

◎０～１４歳の子どもの転出超過数 

（R５実績：-１０人 ➡ R１１目標：-１０人） 

◎１５～３９歳の若者の転出超過数 

（R５実績：１２１人 ➡ R１１目標：６０人） 

２-１ 若い世代を中心とした 

定住促進 

２-２ 安心して出産・子育てが 

できる環境づくり 

２-３ 子どものための魅力ある 

教育環境の整備 

基本目標３ 

地域資源を活用

した、魅力的なま

ちづくり 

◎年間商品販売額 

（R３実績：３００億円 

➡ R１１目標：３００億円） 

◎付加価値額 

（R２実績：２１４億円 

➡ R１１目標：２３４億円） 

３-１ 多様な視点からの 

御所市の魅力向上 

３-２ 御所市ならではの観光 

資源を活かした魅力づくり 

３-３ 地域産業の活性化と 

雇用環境の整備 

※数値目標の実績値は公表されている最新データを掲載（次頁以降のＫＰＩの実績値についても同様） 
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施策 SDGｓとの関係 

１-１-１：近鉄・ＪＲ御所駅及びその周辺の総合的な整備 
  

１-２-１:予防を重視した健康づくり支援 

  
１-２-２：高齢者が生き生きと暮らせる環境の整備 

１-２-３：スポーツや趣味の活動等生涯学習の促進 

１-３-１：環境に配慮したモビリティの導入 

   
１-３-２：環境に配慮した公共施設等の整備・運営 

１-３-３：食品ロスの削減 

１-４-１：防災の強化 

  
１-４-２：防犯や見守りの強化 

１-４-３：交通安全教室の推進 

１-５-１：公共交通アクセスの向上 

  
１-５-２：ごみ出し（不燃ごみ）の負担軽減と生活環境の向上 

１-５-３：行政事務への先進的技術の導入 

２-１-１：住宅補助制度の整備 
 

２-２-１：出産・子育てにかかる経済的負担の軽減 

   
２-２-２：出産できる環境の整備 

２-２-３：子育て支援体制の整備・充実 

２-３-１：御所市の特色を活かした教育 

   ２-３-２：多様な学びの場の提供 

３-１-１：スポーツを通じた他都市との交流創出 

    

３-１-２：シティプロモーションの推進 

３-１-３：歴史・文化資源を活用した魅力づくり 

３-１-４：食を活用した魅力づくり 

３-１-５：空き家の有効活用 

３-２-１：インバウンドの促進 

   
３-２-２：葛城山における魅力づくりの推進 

３-２-３：観光地を巡る仕掛けづくり 

３-３-１：地場産業の活性化 

   

  

３-３-２：耕作放棄地や担い手不足を解消する農業の振興 

３-３-３：新規事業者の誘致 

３-３-４：誰もが働きやすい環境づくり 
  



56 

 基本目標に基づく施策 

基本目標 １   みんなが安心して暮らし続けられるまちづくり 

 

 

◎ 市の玄関口である駅周辺のにぎわい再生や交通アクセスの向上等が進むことにより、利便性が高く

魅力的な中心市街地が形成され、市全体の活性化が図られる。 

◎ 高齢者の健康づくりや防災・防犯等を推進することにより、住み慣れた地域で安心して暮らし続ける

ことができるようになる。 

 

 

 

 

 

 

目標指標 実 績 目 標 

「御所市は住みやすいまち」だと思う市民の割合 
６２.９％ 

（R６年度） 

６５％ 

(R１１年度) 

  

市の玄関口からひろがる
にぎわいの創出

生活の利便性・
快適性の向上

防災・防犯の
強化

生涯現役社会の実現

自然環境に
優しい

まちづくり

みんなが安心して
暮らし続けられる
まちづくり

シナリオ 

 

数値目標 
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１-１ 市の玄関口からひろがるにぎわいの創出 

市の玄関口である近鉄・ＪＲ御所駅周辺の魅力向上とにぎわいの創出により、市全体の活性化につなげ

る。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

  

 

■重要業績評価指標（KPI） 

指標名 実 績 目 標 

① 市内小売店舗数 
１９４軒 

(R５年度) 

２００軒 

(R１１年度) 

② 交流拠点施設のひと月あたりの利用者数 
２９６人 

(R５年度) 

３５０人 

(R１１年度) 
  

施策パッケージ 
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１-２ 生涯現役社会の実現 

人生１００年時代を見据え、高齢者になっても健康で生きがいを持って暮らせる環境を実現することで、

若い世代に長期的な居住の場として選択されるように魅力を向上させる。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

  

 

■重要業績評価指標（KPI） 

指標名 実 績 目 標 

① 特定健診受診率 
３５.７％ 

(R５年度) 

４８.０％ 

(R１１年度) 

② 特定保健指導修了率 
５５.０％ 

(R５年度) 

６７.０％ 

(R１１年度) 

③ がん検診受診率 

胃がん 
１０.６％ 

(R５年度) 

１３.５％ 

(R１１年度) 

肺がん 
４.７％ 

(R５年度) 

６.５％ 

(R１１年度) 

大腸がん 
８.３％ 

(R５年度) 

１１.０％ 

(R１１年度) 

子宮がん 
９.０％ 

(R５年度) 

１２.０％ 

(R１１年度) 

乳がん 
９.６％ 

(R５年度) 

１２.５％ 

(R１１年度) 

④ 健康づくり事業参加人数 
３，３３１人 

(R５年度) 

３，５００人 

(R１１年度) 

⑤ いきいき百歳体操を実施している住民主体

の介護予防活動グループ数（通いの場） 

２６チーム 

(R５年度) 

３４チーム 

(R１１年度) 

⑥ 体育施設貸出件数 
１，７００件 

(R５年度) 

３，０００件 

(R１１年度) 
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１-３ 自然環境に優しいまちづくり 

自然環境に配慮したモビリティの導入や再生可能エネルギーの活用、食品ロスの削減等を目指し、持続

可能なまちづくりを推進する。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

   

 

■重要業績評価指標（KPI） 

指標名 実 績 目 標 

① 電気自動車の導入台数 
０台 

(R５年度) 

３台 

(R１１年度) 

② 水素自動車の導入台数 
０台 

(R５年度) 

１台 

(R１１年度) 

③ 自動運転車両の実証実験の実施回数 
０回 

(R５年度) 

１回 

(R１１年度) 

④ ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の設置

数 

０件 

(R５年度) 

１件 

(R１１年度) 

⑤ 薪ボイラー設置箇所数 
１か所 

(R５年度) 

２か所 

(R１１年度) 

⑥ １人１日あたりの家庭系ごみ排出量 
６４７.３０ｇ/人・日 

(令和６年度推計) 

６３２.９０g/人・日 

(R１１年度) 

⑦ 水素ステーション設置箇所数 
０か所 

(R５年度) 

１か所 

(R１１年度) 
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１-４ 防災・防犯の強化 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、ハード面の整備からソフト的な取組まで推進

することで、自助・共助・公助の連携による安心・安全なまちを目指す。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

  

 

■重要業績評価指標（KPI） 

指標名 実 績 目 標 

① 防災士資格取得者数（補助利用者数） 
３人 

(R５年度) 

５人 

(R１１年度) 

② 自主防災組織率 
７４.４％ 

(R５年度) 

８３.７％ 

(R１１年度) 

③ 自主防災組織避難訓練等実施数 
４回 

(R５年度) 

２０回 

(R１１年度) 
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１-５ 生活の利便性・快適性の向上 

デジタル技術を効果的に活用しながら、公共交通の利便性向上や行政事務効率化による行政サービス

の質の向上を図り、若者から高齢者まで暮らしやすいまちを目指す。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

  

 

■重要業績評価指標（KPI） 

指標名 実 績 目 標 

① 近鉄御所駅１日あたりの乗車人員 
１，４２７人 

(R５年度) 

１，４６２人 

(R１１年度) 

② 近鉄御所駅の人口に対する利用割合 

（年間乗客数÷年度末人口） 

２０．８回 

(R５年度) 

２１．５回 

(R１１年度) 

③ ＪＲ御所駅１日あたりの乗車人員 
４９３人 

(R５年度) 

５４４人 

(R１１年度) 

④ ＪＲ御所駅の人口に対する利用割合 

（年間乗客数÷年度末人口） 

７．２回 

(R５年度) 

７．８６回 

(R１１年度) 

⑤ コミュニティバス１日あたりの乗車人員 
３４．４人 

(R５年度) 

４０人 

(R１１年度) 

⑥ コミュニティバスの人口に対する利用割合 

（年間乗客数÷年度末人口） 

０．５３回 

(R５年度) 

０．６回 

(R１１年度) 

⑦ デマンドタクシー１日あたりの利用者数 
７．７人 

(R５年度) 

２０人 

(R１１年度) 
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１-１ 市の玄関口からひろがるにぎわいの創出 

 

１-１-１：近鉄・ＪＲ御所駅及びその周辺の総合的な整備 

市の玄関口である近鉄・ＪＲ御所駅周辺を中心とする市街地の整備を進めることで、若い世代も魅力を

感じられるにぎわいのある駅前空間及び中心市街地を形成する。 

 

個別事業 主担当課 

近鉄御所駅周辺の整備 
近鉄御所駅周辺について、利便性の向上・にぎわいの

創出を目的とした整備を段階的に行う。  

まちづくり推進課 

建設課 

ＪＲ御所駅周辺の整備 

ＪＲ御所駅周辺について、歩行者の安全の確保や駅前

広場の整備等、利便性の向上・にぎわい創出を目的と

した整備を行う。 

まちづくり推進課 

複合施設の整備 

新庁舎整備については、市の玄関口である近鉄・ＪＲ御

所駅周辺及び地域の活性化を視野に入れ、市庁舎単

独ではなく商業施設との複合化により、近鉄御所駅西

側市有地へ移転建て替えを行う。 

まちづくり推進課 

公共交通待合スペース

の整備 

複合施設周辺は、鉄道（近鉄、ＪＲ）、路線バス、タクシ

ー、コミュニティバス等の公共交通が集まる交通結節点

となることから、交流棟に観光案内と公共交通の待合

を一体化したスペースを整備し、また、デジタルサイネー

ジによる公共交通の運行情報の提供を行う。 

まちづくり推進課 

企画政策課 

観光振興課 

 

 

 

 
 
  

具体的な施策 
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１-２ 生涯現役社会の実現 

 

１-２-１:予防を重視した健康づくり支援 

がん検診や特定健康診断の受診率向上に向けた取組、地域での健康づくり活動への支援等、予防を重

視した健康づくり支援等を通じて、市民が生涯にわたって健やかに暮らせるまちを目指す。 

 

個別事業 主担当課 

メタボリックシンドローム

に着目した「特定健康診

査・特定保健指導」の受

診率・利用率の向上 

「特定健康診査・特定保健指導」の受診率･利用率を

向上させ、メタボリックシンドローム等の要因となってい

る生活習慣を振り返り、行動変容により糖尿病等の生

活習慣病の発症・進行を予防し、健康に過ごすことがで

きる市民の増加を目指す。  

健康推進課 

各種がん検診や健康相

談の実施、広報・ホーム

ページを通じた普及啓発 

がん予防に関する正しい知識の普及のため、早期発見

に向けたがん検診受診に関する広報活動の推進や心

身の健康に関する個別相談、また、歯と口腔の健康づく

り推進条例に関する取組により、市民の健康管理能力

を高める。  

健康推進課 

健康づくり推進員による

地域での健康づくり活

動の支援 

各自治会単位で自治会長から推薦された健康づくり推

進員を委嘱し、健康づくり推進員定例会に参加してもら

う。任期は２年で１年目は主に健康づくりの基礎知識を

得る研修会を実施。２年目は地域住民の健康づくりを

目的とした活動を実施する。 

健康推進課 

健康づくりのための減塩

啓発活動の推進 

減塩による健康推進のため、減塩のコツや減塩メニュ

ーに関する情報を発信するとともに、味覚体験や減塩グ

ッズの配布等により減塩の啓発活動を推進する。  

健康推進課 

がん患者のためのアピ

アランスケア助成事業の

推進 

がん治療に伴う容貌等の変化により、自分らしさへの喪

失感を抱く市民の苦痛の軽減を図るとともに、経済的

負担を緩和し、社会参加しやすい環境を整えることを目

的とし、補整具の購入費用の一部を助成する。 

健康推進課 
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１-２-２：高齢者が生き生きと暮らせる環境の整備 

高齢者が明るく生き生きと暮らし、地域活動への参加ができるよう、介護予防事業等を推進するとともに、

安心・安全に移動できる環境づくり等に取り組む。 

 

個別事業 主担当課 

シルバー人材センターや

シニアクラブ連合会等に

よる高齢者の社会参加

促進 

高齢者の社会参加、就労機会の促進のため、シルバー

人材センターやシニアクラブ連合会に対する支援を継

続して実施する。 

高齢対策課 

自動車誤発進防止装置

設置費用の補助制度の

利用促進 

高齢者の移動手段の確保や生活意欲の維持及び交通

事故の防止・被害軽減を図るため、自動車誤発進防止

装置の設置に対する補助制度の利用を促進する。  

高齢対策課 

特殊詐欺等の防止対策

機器購入費用の補助制

度の利用促進 

振り込め詐欺等の被害の防止のため、特殊詐欺等防

止対策機器の購入に対する補助制度の利用を促進す

る。  

高齢対策課 

総合事業（介護予防・日

常生活支援事業）等に

よる住民主体の移動・外

出支援（つつじメイト） 

要支援者の介護予防のため、住民のニーズに合った住

民主体の移動・外出支援サービスを充実する。  
高齢対策課 

買物支援対策の推進 

民間事業者と協働で生鮮食品等を中心とした商品を

高齢者等の世帯へ提供するため車による移動販売を

行う。 

高齢対策課 

総合事業（介護予防・日

常生活支援事業）等に

よる住民主体の家事支

援（ちょいボラメイト） 

日常生活動作が困難な高齢者のために、日常的な家

事（掃除や買い物代行）等を支援する。 
高齢対策課 

高齢者の生きがい対策

及び介護予防事業の充

実 

老人福祉センターや介護予防センターを拠点に介護予

防教室や介護予防に資する自主活動グループ等の活

動を推進し、高齢者の居場所づくりとなるよう充実を図

る。 

高齢対策課 

加齢性難聴の高齢者補

聴器購入費用の補助制

度の創設 

加齢性難聴の高齢者の介護予防に資するため、補聴

器の購入に対する費用の補助制度を創設する。 
高齢対策課 

まちのバリアフリー化の

推進 

バリアフリー基本構想に基づき、ハード・ソフトの両面か

らまちのバリアフリー化を推進する。 

まちづくり推進課 

福祉課 

営繕課 
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１-２-３：スポーツや趣味の活動等生涯学習の促進 

スポーツイベントの開催や社会教育施設における生涯学習活動の促進等、スポーツや趣味等の活動に

取り組み、生きがいを持って暮らすための環境を充実させる。 

 

個別事業 主担当課 

軽スポーツの開催等を

通じた市民のスポーツ

意識の高揚 

スポーツ推進委員と共に推進するパラスポーツのボッ

チャや市民ふれあい体育祭に替わるニュースポーツの

祭典「御所スポーツフェスティバル」を通じて、子どもか

ら高齢者まで障がいのあるなしに関わらず、誰もが一

緒に楽しめるスポーツの場を提供し、スポーツ意識の高

揚を図る。 

生涯学習課 

市民のスポーツ競技力

向上 

市民スポーツ大会や葛城の道市民マラソン大会、金剛

葛城山下一周駅伝大会といった競技力を競う大会を開

催することにより、スポーツ意識の高揚を図ると共に、市

を代表するスポーツ選手を育成する場を提供する。 

生涯学習課 

社会教育施設における

生涯学習活動の促進 

各種教室・講座を企画・開催することで、市民の自主的

な学習活動を促進し、併せて文化的教養の高揚並びに

生活文化の向上を図り、生涯学習の振興を推進する。 

生涯学習課 

オンラインによる生涯学

習講座等の提供 

ＩＣＴ等のデジタル技術を活用し地域の教育力を高める

ことにより、地域づくりの拠点としての機能向上を図り、

より幅広い年代や地域の人々と繋がれる社会教育施設

を目指す。また、デジタルに不慣れな方が利用方法を学

ぶことができる環境づくりを推進する。 

生涯学習課 
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１-３ 自然環境に優しいまちづくり 

 

１-３-１:環境に配慮したモビリティの導入 

持続可能なまちづくりの実現に向けて、環境に配慮したモビリティの導入や水素ステーションの誘致を目

指す。 

 

個別事業 主担当課 

脱炭素化に向けたエコ

カーの導入 

地球温暖化防止に向け、大気汚染物質を排出しない電

気自動車や水素自動車を公用車として導入する。 
管財課 

自動運転車両の導入 
官民協働事業で、公道における自動運転車両の実証

実験を行い、市内公共交通への導入を目指す。 
企画政策課 

水素ステーションの誘致 

市内に水素ステーションを誘致し、次世代自動車の普

及を推進するとともに、市民や事業者の利便性向上を

図る。 

企画政策課 

管財課 

環境政策課 

 

１-３-２:環境に配慮した公共施設等の整備・運営 

持続可能なまちづくりの実現に向けて、ＺＥＢ庁舎の実現や市内木材を活用した御所版地域循環共生圏

の充実等を推進する。 

 

個別事業 主担当課 

ＺＥＢ庁舎の実現 

一次エネルギーの消費量の削減及び再生可能エネルギ

ーの積極的な導入により、ＺＥＢ水準（ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ相

当）の庁舎を整備する。 

まちづくり推進課 

市内木材を活用した御

所版地域循環共生圏の

充実 

市内木材の有効活用から、木材利用促進、CO２削減等

に取り組み「地域循環共生圏」を充実させる。 
観光振興課 

下水道接続率の向上 
新たに下水道供用開始となった地域住民に対して下水

道接続を促進する。 
都市整備課 

 

１-３-３:食品ロスの削減 

全国的に問題となっている食品ロスの削減に向けて、食品廃棄物等の再生利用の推進等を図る。 

 

個別事業 主担当課 

食品廃棄物等の再生利

用の推進 

家庭生ごみ処理機の購入補助制度の維持、食品ロス

に関する啓蒙・啓発を行うことで、ごみ減量化・環境対

策につながる取組を進める。 

環境政策課 

てまえどり運動の推進 

購入から消費するまでの期間が短い場合に、商品棚の

手前にある商品や販売期限の迫った商品等を積極的

に選ぶ購買行動を周知・啓発する取組を推進する。 

環境政策課 
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１-４ 防災・防犯の強化 

 

１-４-１:防災の強化 

地域防災力の向上に向けて、防災知識の啓蒙や防災リーダーの育成、防災情報発信の強化、防災設備

の充実と利用促進等を図り、自助・共助・公助による安心・安全なまちづくりを目指す。 

 

個別事業 主担当課 

地域防災力の向上 

地区の防災訓練等で防災知識の啓蒙と、自主防災組

織の活動を支援し、自助、共助による地域の防災力を

高める。また、地域の避難拠点となる小学校や自主避

難所に配備する災害備蓄品の充実を図る。地域防災力

の中核となる消防団の充実強化を目指し、装備品の安

全性の向上や設備等の更新を行っていく。地域組織や

企業等と連携する等、防災減災に関する取組を進める。 

危機管理課 

防災リーダーの育成 

防災士養成講座等の受講を促進し、地域防災組織が

中心となって活動できる防災リーダーを多く育て、平常

時から地域の防災意識の醸成を図り、安心して暮らせ

るまちづくりを目指す。 

危機管理課 

防災情報伝達手段の強

化 

気象警報や避難情報等、地域住民が生命を守るため

にとるべき行動の判断に必要な情報を確実に伝達でき

るよう、防災行政無線の整備をはじめ、様々な伝達手段

の確保についての検討を進め、安心して暮らせるまちづ

くりを目指す。 

危機管理課 

気象観測システムの導

入 

気象観測システム（河川監視カメラ、雨量計等）を導入

することで、いち早く情報を把握し、迅速な災害対応を

図る。 

危機管理課 

防災交流館の設備充実

及び利用促進 

災害時における情報管理、支援活動の中心的機能、地

域住民の避難所としての機能を併せ持った防災拠点施

設として、また、高齢者や障がい者等の要配慮者にも対

応した誰もが利用することのできる施設として、御所市

防災交流館の設備充実と利用促進を図る。 

危機管理課 

防災拠点及び業務継続

性の確保 

新庁舎の耐震性能を高め、災害時における災害対策本

部の維持や行政業務の継続性確保を行う。 

まちづくり推進課 

危機管理課 

小中学校屋内運動場の

空調設備の整備 

屋内運動場等への空調設備の整備により、学校施設に

おける教育環境の改善や学校教育の円滑な実施と、災

害時における避難所施設としての環境改善を図る。 

教育総務課 

危機管理課 

罹災証明書のオンライン

申請 

罹災証明書をオンライン申請にて受け付けることで、罹

災者にとって柔軟な対応が可能となり、申請による負担

を軽減する。 

危機管理課 
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１-４-２:防犯や見守りの強化 

防犯カメラによる犯罪の抑制と子どもや高齢者の見守りの促進により、市民の安全の確保を図る。 

 

個別事業 主担当課 

防犯カメラによる子ども

や高齢者の見守り 

小・中学校の通学路や主要道路周辺を中心に見守りカ

メラを設置し、犯罪を抑止し、子どもや高齢者の安全を

確保する。 

危機管理課 

防犯灯・防犯カメラ設置

費用の補助制度の利用

促進 

自治会に対して防犯灯・防犯カメラの設置費用の一部

を補助することで、防犯意識を高め、犯罪のないまちづ

くりを推進する。 

企画政策課 

ふれあい収集 
ゴミ収集の際に、ゴミ出しの頻度・状況から住民の見守

り活動と声掛けを行う。 
環境業務課 

 

１-４-３:交通安全教室の推進 

子どもや高齢者に対し、道路交通の基礎知識の教育等、交通安全の意識の向上を図る。 

 

個別事業 主担当課 

子どもに対する交通安

全教室の開催 

通園・通学を含めた学校生活及び日常生活における交

通安全に関して、必要な技能と知識の習得を目指す。 

自転車を使用することの多い小学生、中学生、高校生

に対して、交通社会の一員であることの自覚を促し、自

転車利用に関する道路交通の基礎知識、交通安全意

識及び交通マナーに係る教育を充実させる。 

危機管理課 

高齢者に対する交通安

全教育の推進 

高齢者が歩行者又は運転者として安全に道路を通行

するために必要な技能及び交通ルールの知識の習得

や交通マナーの実践につながる高齢者を対象とした教

室等を開催する。 

危機管理課 

自転車用ヘルメット購入

費用の補助制度の利用

促進 

子ども・高齢者の自転車用ヘルメットの購入費用の一

部を補助することで、ヘルメットの着用を促し、自転車事

故による負傷の軽減を図る。 

危機管理課 
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１-５ 生活の利便性・快適性の向上 

 

１-５-１：公共交通アクセスの向上 

様々な交通手段を活用しながら、御所市内の交通ネットワークの維持・向上や市内から大阪市等への公

共交通の利便性向上を目指す。また、デジタル技術の活用により、公共交通の利便性の向上や利用促進を

図る。 

 

個別事業 主担当課 

公共交通ネットワークの

利便性向上 

【民間連携事業：交通事

業者】 

御所市内外の移動の利便性を向上させるため接続性

の改善や新規路線開拓など、鉄道・路線バス・タクシ

ー・コミュニティバス・デマンドタクシー等の交通ネットワ

ークの維持・向上に努める。 

企画政策課 

通勤通学者に対する路

線バスの利便性の向上 

【民間連携事業：バス事

業者】 

八木御所線、高田五條線で運行する路線バスの運行

ダイヤ・ルートの見直し等により、通勤・通学者に対する

路線バスの利便性の向上を図る。 

企画政策課 

ライドシェアリングの推

進 

定年退職された方等がすき間時間を利用しながら、通

勤者や高齢者等の移動の支援として、乗り合いにより

移動ができる制度を構築する。 

企画政策課 

バスロケーションシステ

ムの導入 

いつ・どこにいてもコミュニティバスの運行状況をオンラ

インで確認できるバスロケーションシステムを導入し、公

共交通の利便性向上を図る。 

企画政策課 

グリーンスローモビリティ

の導入 

まちなか循環や山間部の居住地からバスやデマンドタ

クシーの停留所までの移動など、日常生活における住

民移動を支援する。 

企画政策課 

御所市版ＭａａＳの推進 

【民間連携事業：交通事

業者】 

住民の移動手段や観光・医療・物流分野において御所

市版ＭａａＳを構築し、公共交通の利便性及び快適性を

高める。 

企画政策課 

デマンドタクシー予約シ

ステムの利便性向上 

デマンドタクシー予約受付システムを誰もが利用しやす

いものへと改良することで予約の利便性を向上し、市内

公共交通の利用促進を図る。 

企画政策課 
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１-５-２：ごみ出し（不燃ごみ）の負担軽減と生活環境の向上 

不燃ごみの戸別収集について、住民のさらなる負担軽減と利便性向上を図る。また、リサイクルによるご

みの削減や地域猫活動等により生活環境の向上を図る。 

 

個別事業 主担当課 

不燃ごみの戸別収集リ

クエストの簡略化 

不燃ごみはリクエスト収集により戸別収集を行っている

が、メール等を利用してリクエスト収集を受け付けること

で、住民のごみ出しの負担軽減と利便性の向上を図

る。 

環境業務課 

ごみ分別アプリの利用

推進 

ごみ分別アプリを通して、事前にごみ出し情報に関する

通知を発信することで、市民のごみ出しの誤りや出し忘

れ等を防止する。 

環境業務課 

有価資源物のリサイクル 
有価資源物をリサイクルすることにより、環境にも配慮

し、ごみの削減を図る。 
環境業務課 

地域猫活動の推進 

飼い主のいない猫をＴＮＲ（捕獲し、不妊去勢手術をし

て、元の場所に戻す）後に、地域住民で適切に管理し、

これ以上猫が繁殖しないよう一代限りの命を全うさせる

活動を推進し、地域の生活環境の向上を図る。 

環境政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ分別アプリ 
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１-５-３：行政事務への先進的技術の導入 

行政事務の効率化や行政サービスの質の向上につなげるため、行政事務へのＡＩ（人工知能）の導入や

オンライン申請等のデジタル化を推進する。 

 

個別事業 主担当課 

ＡＩを活用した問い合わ

せへの自動応答サービ

スの導入 

問い合わせに対してＡＩによる受け答えができるようにす

ることで、市民の利便性向上を図るとともに、業務の効

率化につなげる。 

デジタル推進課 

窓口業務（申請手続き

等）や現場業務でのタブ

レット等の導入 

タブレットを導入することでペーパーレス化を推進すると

ともに、ワンストップ申請窓口を開設する取組や訪問調

査での記入時間短縮等を実現し、市民の利便性の向

上と業務の負担軽減・効率化を図る。 

市民課 

保険課 

介護保険課 

収税課 

ＡＩを活用した道路監理

システムの導入 

公用車に車載カメラを導入し、道路状況の把握を行う

ことで、道路の状況確認のためだけの巡回をなくし、業

務の効率化を図る。 

管財課 

建設課 

地方税事務の電子化の

推進 

個人住民税、法人市民税、市たばこ税、軽自動車税及

び固定資産税償却資産等の電子申告を推進し、また、

固定資産関係台帳（家屋課税台帳・土地台帳・家屋台

帳）の電子化やＧＩＳを利用した土地評価（画地認定

等）等により業務の効率化を図る。 

税務課 

行政事務手続きのデジ

タル化推進 

市税及び保険料等の収納率を上げるとともに、納税者

の利便性向上を図るため、キャッシュレス決済を導入す

る。 

市民課 

収税課 

保険課 

税務課 

自治体システムの標準

化・共通化の推進 

国主導の基幹系システムの標準化（仕様の統一化）・

共通化（政府共通システムの共同化）を令和７年度中

に完了するように円滑に進め、人的・財政的な負担軽

減を図る。 

デジタル推進課 

音声認識技術の利用促

進 

多様化・複雑化する行政課題や市民ニーズに的確に対

応するため、より一層の事務改善に向け、音声認識技

術の活用により効果的・効率的な行政運営に取り組

む。 

デジタル推進課 

証明書（住民票等）のオ

ンライン申請 

住民票や印鑑登録証明書、課税（非課税）証明書等の

発行にあたり、マイナンバーカードを利用したＬＩＮＥ請求

等などの仕組みの構築や自動交付機での発行により、

市民の利便性向上を図る。 

市民課 

税務課 

翻訳アプリ等を活用した

窓口対応の円滑化 

スマートフォンの翻訳アプリや字幕表示機器等を活用し

制度説明することで、あらゆる言語の外国人に対し、手

続きの円滑化を図る。 

市民課 

議会のライブ字幕の導

入 

開かれた議会を目指し、議場にライブ字幕用のモニタ

ーを設置し、聞こえに不安を感じられている方々にわか

りやすい文字情報により議会の模様を提供する。 

議会事務局 
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個別事業 主担当課 

文書の電子化 

電子決裁システムを導入し、決裁時間の短縮や保存文

書の電子化により、保存場所の縮小や検索時間の短縮

を行い、業務の効率化を図る。 

総務課 

庁内無線化 

庁内の業務用ネットワークの無線化を行い、庁内のどこ

からでも業務が可能となるよう整備することで業務の

効率化を図る。 

デジタル推進課 

移動窓口環境の導入 

端末の統合及びリモート窓口技術を導入し、職員が場

所を問わず行政サービスを提供できる環境を整備す

る。 

デジタル推進課 

ノーコードアプリの導入 

アプリ作成に関する専門知識のない職員でも簡単にア

プリを作成できる環境を整えることで、業務改善の意識

向上と業務の効率化を図る。 

デジタル推進課 

共通納税システムの活

用推進 

地方税共通システム対応ＱＲコードへの対応を進め、納

税者の利便性を向上する。 
収税課 

収納業務の自動化 

現在導入している公金自動収納機について、財務会計

システム出力の納付書対応を進め、効率的な運用を目

指す。 

収税課 

口座振替依頼受付のオ

ンライン化 

窓口申請となっている口座振替依頼書について、オンラ

インでの受付を開始し、納税者の利便性を向上する。 

収税課 

保険課 

 

 

 

＜基本目標１に関連するデジタル技術を活用した主な取組＞ 

 ・オンラインによる生涯学習講座等の提供 

 ・自動運転車両の導入 

 ・デジタル技術を活用した公共交通の利便性の向上 

（バスロケーションシステム、デマンドタクシー予約システム等） 

 ・ごみ分別アプリの利用促進 

 ・ＳＮＳを利用した行政情報の発信 

 ・窓口業務等におけるペーパーレス化の推進 

 ・各種行政手続きのデジタル化の推進（キャッシュレス決済、オンライン申請）      など 
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基本目標 ２   若い世代の人も暮らしたいと感じられるまちづくり 

 

 

◎ 定住を支援することで、住民が暮らし続けやすくなる。また、ＵＩＪターン者が転入を決める際の１つの

材料となる。 

◎ 妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行い、安心して子どもを産み育てることができるように

なることで、子育て世代が集まる。 

◎ デジタル技術の活用を図りながら教育環境が向上することにより、子どもたちの主体的に学ぶ姿勢

が育まれ、学力向上等につながるとともに御所市のイメージが高まり、教育熱心な子育て世代が集ま

る。 

 

 
 

 

 

目標指標 実 績 目 標 

合計特殊出生率 
１.１６ 

（R１～R４年） 

１.２６ 

（R５～R１０年） 

０～１４歳の子どもの転出超過数 
-１０人 

（R５年度） 

-１０人 

（R１１年度） 

１５～３９歳の若者の転出超過数 
１２１人 

（R５年度） 

６０人 

（R１１年度） 

  

子どものための
魅力ある

教育環境の整備

安心して出産・
子育てができる
環境づくり

若い世代を中心
とした定住促進

若い世代の人も
暮らしたいと感じ
られるまちづくり

シナリオ 

 

数値目標 
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２-１ 若い世代を中心とした定住促進 

若年層の市外への流出が多いことを踏まえ、若い世代を中心とした経済的支援を充実させ、若年層の流

出抑制を図るとともに、市外からの流入促進も見込む。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

 

 

■重要業績評価指標（KPI） 

指標名 実 績 目 標 

① 新婚世帯家賃補助件数 
５０件 

(R５年度) 

６０件 

(R１１年度) 

② 住宅取得補助の実施件数 
１８件 

(R５年度) 

３０件 

(R１１年度) 

 

 

２-２ 安心して出産・子育てができる環境づくり 

妊娠・出産・子育ての経済的負担や不安等に対して、経済的支援や子育てに関する相談・交流の機会の

充実等、切れ目なく支援を推進することで、子どもを安心して産み育てられるような環境をつくる。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

   

 

■重要業績評価指標（KPI） 

指標名 実 績 目 標 

① チャイルドシート等購入費補助件数 
３７件 

(R５年度) 

５０件 

(R１１年度) 

② 育児支援サービス（ベビーシッター等）利用

料助成金 

０件 

(R５年度) 

１件 

(R１１年度) 

③ 新生児、こんにちは赤ちゃん訪問の実施率 
９９% 

(R５年度) 

１００% 

(R１１年度) 

④ 母子手帳アプリダウンロード数 
４９件 

(R５年度) 

２００件 

(R１１年度) 

施策パッケージ 
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指標名 実 績 目 標 

⑤ 子ども食堂応援補助金補助件数 
２件 

(R５年度) 

３件 

(R１１年度) 

⑥ 子育て交流広場（にじいろ広場）の運営 
― 

(R５年度) 

２，５００人 

(R１１年度) 
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２-３ 子どものための魅力ある教育環境の整備 

ＩＣＴの活用等により子どもたちにとって魅力ある教育環境を整備することで、主体的に学ぶ姿勢やまち

への誇り、愛着を育むとともに、教育に関心の高い子育て世代の流入の促進、流出の抑制を図る。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

   

 

■重要業績評価指標（KPI） 

指標名 実 績 目 標 

① 「学校規模適正化が必要だ」と思う保護者の

割合 

― 

(R５年度) 

８０% 

(R１１年度) 

② 学校･地域パートナーシップ事業 

（ボランティア登録者数） 

４２０人 

(R６年度推計) 

４２０人 

(R１１年度) 

③ 学校･地域パートナーシップ事業 

（実施プログラム数） 

１５５件 

(R６年度推計) 

１５５件 

(R１１年度) 

 

 

 

 

２-１ 若い世代を中心とした定住促進 

 

２-１-１：住宅補助制度の整備 

若い世代を中心として御所市への定住を促進するため、家賃補助制度等の利用促進を図る。 

 

個別事業 主担当課 

新婚世帯家賃補助制度

や住宅取得補助制度の

利用促進 

新婚世帯への賃貸住宅家賃補助制度や新築又は購入

により住宅を取得した世帯への補助制度の利用を促進

する。  

住宅課 

多世代同居の補助制度

の利用促進 

多世代同居を目的としたリフォーム工事に対する補助

制度の利用を促進する。  
住宅課 

  

具体的な施策 
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２-２ 安心して出産・子育てができる環境づくり 

 

２-２-１：出産・子育てにかかる経済的負担の軽減 

子どもを産み育てやすい環境をつくるため、出産・子育てにかかる費用に対する補助制度の整備・拡大

を推進する。 

 

個別事業 主担当課 

不妊治療費用助成事業

の推進 

不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療費用の一部を助成す

る。 
健康推進課 

チャイルドシート等購入

に対する支援策の推進 

子育て世帯の負担を軽減するため、チャイルドシート等

購入に対する支援策を推進する。 
子育て推進課 

 

 

２-２-２：出産できる環境の整備 

市内に出産できる環境がないことを踏まえ、妊婦の不安を軽減し、より安心して出産できるよう支援する

とともに、妊娠期から子育て期にわたって切れ目なく支援を行う。 

 

個別事業 主担当課 

妊娠期の支援体制の充

実 

妊婦の不安を軽減し、より安全に安心して出産できるよ

う、妊娠期から子育て期にわたり、妊娠・出産・子育てに

関する相談に応じる等、妊娠期の支援体制の充実を図

る。 

健康推進課 

妊娠、出産についての医

療機関情報の提供 

母子手帳交付時に、御所市子育てガイドブックを配布

し、妊娠時の悩み相談窓口、御所市の子育てに関する

事業内容や緊急時の対応、医療機関一覧等の情報を

提供する。 

健康推進課 

妊娠、出産、子育てにつ

いての支援 

Ｈｅｌｌｏベビー、パパママ教室、タッチングＢａｂｙＣｌａｓｓ、き

らきらママサロン等の実施により、妊娠期や出産、子育

てについての情報提供及び不安の軽減に努める。 

健康推進課 
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２-２-３：子育て支援体制の整備・充実 

就学前教育・保育環境や医療体制の充実、子育てに関する相談・交流の機会の充実等を図り、子どもを

安心して育てられる環境づくりを推進する。 

 

個別事業 主担当課 

産後ケア事業の推進 
産婦の心身の安定や授乳、子育て等についての悩み・

不安の軽減を目的に産後ケア事業を推進する。 
健康推進課 

乳幼児を対象とした訪

問指導・予防接種・健

診・相談事業の推進 

健やかな乳幼児の発育発達を促すため、新生児訪問

やこんにちは赤ちゃん訪問、保育所訪問、すくすく相談、

定期予防接種、乳幼児健診、乳児相談や離乳食教室

等を推進する。 

健康推進課 

病児保育の充実 

子どもが病気・病気回復期にあり、集団保育が困難な

時期に一時的に子どもを預かる病児保育・病後児保育

保育事業の充実を目指す。 

子育て推進課 

休日診療に係る医療体

制の充実 

安心、安全な休日診療となるよう内容等の見直しや、他

市町村の休日診療との連携を図る。 
健康推進課 

むし歯予防事業の推進 
就学前の虫歯予防としてフッ化物洗口事業の実施と支

援体制を推進する。 
健康推進課 

就学前教育・保育環境

の充実 

就学前教育・保育施設において統廃合を含めた環境

改善により、子どもの適正な集団化を図る。 
子育て推進課 

育児支援サービス（ベビ

ーシッター等）利用料助

成金の活用推進 

一時的に児童を保育することができなくなった小学６年

生までの児童を養育する保護者が、公的な育児サービ

スを利用することが困難で、対象事業者の対象サービ

スを利用した場合に利用料助成を行い、保護者の負担

を軽減し、子育て家庭の福祉の増進を図る。 

子育て推進課 

障害児に対する福祉サ

ービスにおける負担の軽

減 

障害児通所給付費決定のために取得する診断書・意

見書料の費用助成を行う。 
福祉課 

キッズセキュリティの拡

充 

子どもたちが事件・事故に巻き込まれないよう、ごみ収

集の際に登下校時等の子どもを見守る取組について、

学校、保護者、自治会、見守り隊、各種団体、警察等と

連携を深め、見落としのない見守りを推進する。 

環境業務課 

子ども・乳幼児のための

防災・防犯用品の備蓄

及び整備 

子ども・乳幼児のための防災・防犯備蓄品や防災資機

材を整備する。また、積極的に防災訓練への参加や地

域活動への取組を展開して、防災意識の向上に努める

とともに保育所、幼稚園、小学校、中学校等で防災教育

を実施する。 

危機管理課 

育児に関する相談支援、

ひとり親家庭に対する支

援等の推進 

御所市こども家庭センターにおける、ひとり親家庭も含

めた子育て全般の相談や育児相談等により、育児に不

安を抱える子育て世帯へのソフト面での支援を実施す

る。 

子育て推進課 



79 

個別事業 主担当課 

児童福祉に関する相談

指導業務の充実強化、

虐待の早期発見・予防

に向けた児童虐待等防

止ネットワークの活動の

充実 

家庭相談員を雇用し、虐待防止の啓発を行う。また、各

種相談業務において関係機関、保育所、幼稚園、小学

校、中学校、高等学校や高田こども家庭相談センターと

連携する。 

子育て推進課 

妊娠期から子育て期の

相談体制の充実 

産婦人科医や小児科医、助産師によるオンライン相談

や専門職がＬＩＮＥやメール、電話を活用して相談に応じ

る。 

健康推進課 

母子手帳アプリの推進 
スマートフォンアプリにより、妊娠、出産、子育てに関する

必要な情報を提供し、子育てを支援する。 
健康推進課 

放課後児童健全育成事

業の推進 

放課後に保護者が不在となる児童の健全な成長を促

す取組を推進する。 
子育て推進課 

子ども食堂運営に対す

る支援の推進 

子ども食堂を運営する団体に対し補助金を交付し、子

どもの居場所づくりの推進及び子育て支援の充実を図

る。 

子育て推進課 

子育て交流広場（にじい

ろ広場）の運営 

防災交流館内の子育て支援室にて、未就学児童が親

子で気軽に遊びに来れる子育て交流広場（にじいろ広

場）を運営する。 

子育て推進課 

母子の健康管理と見守

りの推進 

妊産婦向けの教室参加時に、ＱＲコードをスマートフォン

で読み込む等の手法によりポイントが付与され、貯まっ

たポイントを記念品へ交換等することで教室参加率向

上を図る。また、母子同士の交流を図ることで不安や悩

みを共有・軽減し、専門職の相談支援を行うことで母子

の健康管理や見守りを推進する。 

健康推進課 

 

  



80 

 

２-３ 子どものための魅力ある教育環境の整備 

 

２-３-１:御所市の特色を活かした教育 

御所市の特色を活かした教育をはじめ、ＩＣＴを活用した教育やシティズンシップ教育、学校規模の適正

化等、子どもたちにとって魅力ある学校教育環境を整備する。 

 

個別事業 主担当課 

就学前教育・保育の実

施 

人格形成の基礎を培う乳幼児の時期からの質の高い

教育・保育・食育を受けることができるよう環境整備を

行い、また、ＩＣＴの活用により保護者の負担軽減と利便

性の増進を図る。 

子育て推進課 

学校教育課 

特色ある学校づくり 

特色ある教育を推進するため、各小・中学校の校区や

児童・生徒の実態に合わせた、体験活動、高齢者等と

の交流、食育、地域学習、環境学習、キャリア教育等、特

色ある多様な教育活動を展開する。 

学校教育課 

ＩＣＴ機器を用いた教育

環境の充実 

児童生徒が日常的に活用できるＩＣＴ機器の整備により

教育環境の充実を図り、遠隔での授業による新学習指

導要領に対応した教育機会の提供や子どもたちの情

報リテラシーを培う。 

教育総務課 

学校教育課 

シティズンシップ教育の

推進 

子ども自らが、学び続け、知識・スキル・意識を基盤に、

自力又は他者と協働して、地域課題等の解決に向けて

主体的に参画し、未来を切り拓くことができる市民性

（シティズンシップ）を育む教育を推進する。 

学校教育課 

学校規模適正化事業の

推進 

新しい学校づくりを推進し、適正な学級規模により、小

規模・少人数校のデメリットを解消し、児童・生徒が集

団の中で多様な考え方に触れる機会や学び合いの機

会、切磋琢磨する教育環境等を提供するため、市内７つ

の小学校と４つの中学校を１つの小中学校に再編し新

しい学校の施設整備を行う。また、児童・生徒の望まし

い教育環境・学習環境の構築には保護者・地域住民・

学校関係者・行政が一体となり共通理解を図ることが

必要不可欠であるため、学校再編に対する気運の醸

成、特色・魅力ある学校づくり、シビックプライドの醸成

等につながるソフト事業を展開する。 

新しい学校づくり

推進課 

教育総務課 

学校教育課 

学校施設の適正な維持

管理 

児童・生徒数の減少に伴う学校の小規模化や学校施

設の老朽化に対応した維持管理を適切に行い、良好な

教育環境を提供する。 

教育総務課 

ＧＯＳＥプランの推進 

合同行事の実施やＩＣＴ等を効果的に活用し合同遠隔

授業を行い、御所市の小学校７校中学校４校をつなぎ、

それぞれ１つの学校と見立てるＯＮＥ ＳＣＨＯＯＬ化を進

める。 

学校教育課 
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個別事業 主担当課 

学校給食施設の整備 

調理場におけるドライシステムの導入、調理エリアの作

業効率、安全衛生や環境への配慮を行う等、より安全

で安心した学校給食を提供する学校給食施設の整備

を行う。 

教育総務課 

学校給食における地場

農産物の利用拡大 

大和の学校給食週間や毎月の食育の日を利用し、積

極的に市内産品の食材を使用した献立を作成し、児

童・生徒の地産地消への意識向上を図り、食育を推進

していく。 

教育総務課 

包括連携の推進 

奈良県立御所実業高等学校、奈良県立青翔高等学

校、奈良県教育委員会及び奈良教育大学等と連携協

力し、教育活動の充実と地域社会の発展、人材育成に

寄与することを目指す。 

学校教育課 

 

 

２-３-２：多様な学びの場の提供 

子どもが学校教育だけでは得られない体験ができるよう、学校と地域が連携した教育環境の整備やス

ポーツ・文化芸術活動のための環境整備に取り組む。 

 

個別事業 主担当課 

学校・地域パートナーシ

ップ事業の推進 

【民間連携事業： 

地域ボランティア･農家･

農協・民間事業者】 

学校と地域が連携協働し、登校から放課後を含めた児

童・生徒の活動を支援し、地域の教育力及び子どもた

ちの社会性・規範意識の向上を目指す。また、地域住民

を中心としたボランティア活動の推進により地域と学校

の距離も縮まり、次代の地域を担う子どもを住民全体

で育成する。 

生涯学習課 

中学校部活動の地域ク

ラブ活動への推進 

将来にわたって生徒たちの豊かなスポーツ・文化芸術

活動を実現させるため、学校と地域との連携・協働によ

り持続可能な活動環境を整備し、部活動の地域展開を

推進する。 

生涯学習課 

 

 

 

＜基本目標２に関連するデジタル技術を活用した主な取組＞ 

 ・スマートフォンアプリによる妊娠、出産、子育てに関する情報発信（母子手帳アプリ） 

 ・妊娠期から子育て期のオンライン相談体制の充実 

 ・スマートフォンを活用したポイント付与による妊産婦向け教室等への参加促進 

 ・ＩＣＴ機器を用いた教育環境の充実      など 
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基本目標 ３   地域資源を活用した、魅力的なまちづくり 

 

 

◎ 御所まちや葛城山等の地域資源を活かした観光振興により、インバウンドも含め市内外から多くの

人々が訪れることで、まちに雇用と活気を生み出す。 

◎ 企業誘致等による雇用の創出や基盤産業である農業の振興が進むことにより、産業の活性化が図

られる。 

 

 
 

 

 

 

目標指標 実 績 目 標 

年間商品販売額 
３００億円 

（R３年度） 

３００億円 

（R１１年度） 

付加価値額※ 
２１４億円 

（R２年度） 

２３４億円 

（R１１年度） 

  ※付加価値額：事業所の生産活動において、新たに付け加えられた価値  

御所市ならではの
観光資源を

活かした魅力づくり
地域産業の活性化
と雇用環境の整備

地域資源を活用した、
魅力的なまちづくり

多様な視点からの
御所市の魅力向上

シナリオ 

 

数値目標 
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３-１ 多様な視点からの御所市の魅力向上 

スポーツや歴史資源等、様々な御所市の魅力を多様なメディアを活用して発信することで、スポーツや観

光を目的とした多くの方を市外から呼び込む。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

    

 

■重要業績評価指標（KPI） 

指標名 実 績 目 標 

① 御所市情報発信ＳＮＳ(フェイスブック) 

フォロワー数(御所ガール) 

５，０１０人 

(R５年度) 

６，２００人 

(R１１年度) 

② 御所市公式ＬＩＮＥの友だち数 
３，５３８人 

(R５年度) 

６，８００人 

(R１１年度) 

③ 観光案内板の入れ替え・新設数 
５件 

(R５年度) 

５件 

(R７～R１１各年度) 

④ 空き家の利活用件数 
１４件 

(R５年度) 

２０件 

(R１１年度) 

⑤ 民泊施設数 
７か所 

(R５年度) 

１０か所 

(R１１年度) 

  

施策パッケージ 
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３-２ 御所市ならではの観光資源を活かした魅力づくり 

インバウンド施策に対する取組や葛城山の魅力向上を図り、さらなる交流人口の創出・拡大を図る。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

   

 

■重要業績評価指標（KPI） 

指標名 実 績 目 標 

① 多言語対応の観光ホームページ閲覧数 
４５０，０００回 

(R６年度推計) 

４５０，０００回 

(R１１年度) 

② ロープウェイ利用者数 
９０，０００人 

(R６年度推計) 

９０，０００人 

(R１１年度) 
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３-３ 地域産業の活性化と雇用環境の整備 

地場産業の活性化に向けて、御所ＩＣ周辺整備や企業誘致を進めるとともに、新規営農者への支援やＩＣＴ

の活用等による農業振興を図る。また、御所市は周辺市町村に比べて市内事業所数が少なく、女性の就業

率が低いことから、女性への就業支援に取り組む。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

     

 

■重要業績評価指標（KPI） 

指標名 実 績 目 標 

① 認定農業者数 
１４人 

(R５年度) 

２０人 

(R１１年度) 

② 新規就農者数 
２人 

(R５年度) 

２人 

(R７～R１１各年度) 

③ 製造品出荷額（経済センサス活動調査） 
４３５億円 

(R３年度) 

４５０億円 

(R１１年度) 

④ 女性の就業率 
４０.２％ 

(R５年度) 

４２.０％ 

(R１１年度) 

⑤ 有効求人倍率 
０．９３倍 

(R５年度) 

１．５０倍 

(R１１年度) 

⑥ 一人あたり市町村民所得※ 
２，１１３千円/人 

(R3 年度) 

2,120 千円/人 

(R１１年度) 

  ※一人あたり市町村民所得：雇用者所得＋財産所得＋企業所得（企業の利潤等）の合計を市町村人口で除したものであり、

給料等の水準を表すものではありません。 
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３-１ 多様な視点からの御所市の魅力向上 

 

３-１-１：スポーツを通じた他都市との交流創出 

ラグビー競技をはじめとするスポーツの普及発展やスポーツ合宿ができる宿泊施設の確保、ラグビーの

まちとしての魅力の発信等を目指す。 

 

個別事業 主担当課 

スポーツ活性化の促進 

令和１３年に奈良県で開催予定の国民スポーツ大会を

見据え、御所市での実施が内定しているラグビーフット

ボールやサッカーをはじめ、各種競技のさらなる普及発

展とともに、関係市町村とも連携しつつ、広範な分野で

の取組を通じて地域の活性化につなげる。 

生涯学習課 

スポーツ交流拠点として

の環境整備 

スポーツ施設の機能のさらなる充実及び活用に向けた

取組を進める。また、スポーツ合宿をはじめ、観光、教

育、芸術、健康福祉等幅広い分野で利用できる宿泊施

設の確保を目指す。 

生涯学習課 

ラグビーフェスティバル

の開催【民間連携事業：

地域ボランティア・市民

団体・学校関係者】 

市民との協働によるラグビーフェスティバルの開催を通

じて、「ラグビーのまち・御所市」を広く市内外に発信す

る。 

生涯学習課 

 

 

 

 

  

具体的な施策 
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３-１-２：シティプロモーションの推進 

各種ＳＮＳやホームページ等、多様なメディアを積極的に活用し、全国へ御所市の魅力を発信する。 

 

個別事業 主担当課 

メディアの積極的活用 
メディア媒体を積極的に活用し、御所市の魅力を全国

に向けて発信する。 

企画政策課 

観光振興課 

ＳＮＳ等を活用した地域

情報の作成・発信 

ＬＩＮＥ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、インスタグラム等を活用し、観光や

特産品等のＰＲを行う。 

企画政策課 

観光振興課 

農林商工課 

文化財課 

 

 

３-１-３：歴史・文化資源を活用した魅力づくり 

古墳群や町家等の歴史資源を活用した観光地として、さらなる魅力を向上させるため、観光地の環境整

備や案内板の整備、町家・景観の保全等を推進する。 

 

個別事業 主担当課 

秋津地区の史跡整備の

推進 

巨勢山古墳群、條ウル神古墳、宮山古墳を一体的に良

好な風致景観を保全するとともに、公園的空間として広

く活用する取組を推進する。 

文化財課 

自然資源、景観、まち並

み、歴史・文化資源、伝

統行事等の保護・保全 

御所市の魅力となっている様々な資源を維持するため、

適切な保護・保全の活動を推進する。 

観光振興課 

文化財課 

歴史的文化遺産を活用

したまちづくり 

全国から「郵便名柄館」宛に課題に応じた名文をはが

きに書き、投函していただく「はがきの名文コンクール」

に協力することで、観光客を誘客し、観光振興を図る。 

観光振興課 

観光地周辺の案内板や

トイレの整備 

観光客の受け入れ環境を向上させるため、観光地周辺

の案内板やトイレの整備を推進する。 
観光振興課 

老朽化した遺跡案内板

の立替え 

指定史跡及び指定天然記念物に設置された案内・解

説看板について、老朽化したものの立替えを推進する。 
文化財課 

御所まちの町家、景観の

保全 

御所まちに代表される江戸時代から残る街並みについ

て、保存・再利用を図り景観の保全を図るとともに、周

辺地域ににぎわいをもたらす。 

まちづくり推進課 

文化財課 

御所市中心市街地地区

街なみ環境整備 

小公園、緑地の整備、道路の美装化、案内板・ストリート

ファニチャーの設置、空き家の除去、空き家や空き地の

利活用による交流スペースの整備等により街なみ環境

を整備する。 

まちづくり推進課 
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３-１-４：食を活用した魅力づくり 

御所市の農業、農産物の魅力を発信していくため、農産物のブランド化の推進や観光客が特産品を食

べる機会の創出等を推進する。 

 

個別事業 主担当課 

御所いも･吐田米ブラン

ド化の推進 

御所市産の地域農産物の販売を促進するため、展示

会等へのブース出展や農協等を通じたＰＲ活動を推進

する。 

農林商工課 

地産地消の推進 
御所市産の地域農産物を活用した食と農のフェスタ等

の取組により地産地消を推進する。 
農林商工課 

御所市の特産品の情報

発信 

ふるさと納税の特典として返礼品の拡充を図る等、御

所市の特産品の魅力を発信する。 
観光振興課 

イベント等への土産物ブ

ース、オーガニック弁当

ブースの出店 

大勢の人が集まる機会に御所市の特産品の販売や化

学肥料や農薬を使用しない野菜を使ったオーガニック

弁当の販売等を行い、観光客等の購買意欲を向上させ

る。 

観光振興課 

農林商工課 

 

 

３-１-５：空き家の有効活用 

歴史ある町家や古民家等の中で空き家となっている建物の再生等を図り、移住希望者や民間事業者等

による空き家の活用を促進する。 

 

個別事業 主担当課 

空き家バンク制度の運

営 

移住希望者等への問い合わせに対応し、移住の選択

可能性を高めるため、空き家バンク制度を運営し、空き

家の利活用を推進する。また、空き家の改装に対する補

助等の支援や放置された荷物整理を促進するための

支援を行う。 

観光振興課 

空き家を活用した飲食

店・宿泊施設等の誘致 

空き家となっている古民家等を活用することで地域を

活性化し、民泊等の宿泊ツールを開拓する。 
観光振興課 

古民家の再生と活用に

向けた取組 

まちづくり会社と連携し、御所まちの空き家をリノベーシ

ョンした民泊や飲食等の店舗の開業を進め、交流・関

係人口の増加につなげるよう官民協働で事業を展開し

ていく。 

観光振興課 
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３-２ 御所市ならではの観光資源を活かした魅力づくり 

 

３-２-１：インバウンドの促進 

訪日外国人観光客が増加していることを踏まえ、外国人向けの観光メニューの開発や外国語による情報

発信等、環境整備を推進する。 

 

個別事業 主担当課 

インバウンド施策に対す

る取組 

インバウンド施策に取り組むため、ターゲットや取組の

方針等を策定する。また、外国人観光客が楽しめる環

境をつくるため、観光ホームページの外国語対応範囲

の拡充、外国語の案内看板やパンフレットの作成、対応

音声翻訳機（ポケトーク）の導入、外国人向けのプログ

ラム（体験型メニューや市内周遊ルートの開発）の作成

等に取り組む。 

観光振興課 

プロモーション活動の推

進 

県や他市町村とも連携しながら、海外のエージェントへ

のプロモーション活動を推進する。 
観光振興課 

 

 

３-２-２：葛城山における魅力づくりの推進 

ツツジシーズン等に多くの観光客が訪れている葛城山の魅力をさらに高めるため、登山道の整備や自然

資源の保全・再生等を推進する。 

 

個別事業 主担当課 

葛城山の登山道及び山

頂の整備 

既存コースの修復と併せて、安心して登ることができる

新コースを開拓する。また、山頂にもにぎわいを創出す

る仕掛けづくりを行い、観光客が訪れたいと感じる環境

を整備する。 

観光振興課 

葛城山の自然資源の保

全・再生 

ツツジやギフチョウ等の自然を保全・再生するため保護

活動を推進する。 

観光振興課 

文化財課 

県や広域市町村との連

携によるダイヤモンドトレ

ールを活用したイベント

の実施 

県や広域市町村と連携しながらダイヤモンドトレールを

活用したイベントを実施する。 
観光振興課 
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３-２-３：観光地を巡る仕掛けづくり 

近年の観光を取り巻く環境の変化等を踏まえ、市の地域資源を活かした観光戦略の推進や、市に訪れ

た観光客等が気軽に観光資源を周遊できるように公共交通サービスの提供等を推進する。 

 

個別事業 主担当課 

観光戦略の推進 

観光戦略の目標を「シビックプライドの醸成」「稼げる

観光」「滞在時間の延長」とし、目標に向かった事業の

推進を図る。 

観光振興課 

観光施設台帳の整備 
観光スポットの情報整理を行い、一括してＰＲするため

の観光施設台帳を整備する。 
観光振興課 

滞在型観光の推進 
観光客が滞在できる宿泊施設が少ないため、農家民泊

や古民家宿泊等を活用した取組を推進する。 

観光振興課 

農林商工課 

観光客が利用しやすい

公共交通サービスの提

供 

交通事業者や観光関連事業者等と連携し、スムーズな

周遊が可能となる環境づくりを目指す。 

企画政策課 

観光振興課 

吉野口駅におけるＪＲ線

及び近鉄線の接続性の

改善 

吉野口駅でのＪＲ線・近鉄線ダイヤの接続性の悪さを改

善することにより、沿線住民の利便性の向上や、飛鳥、

吉野、和歌山、王寺方面からのツーリストに吉野口駅乗

り換えによる多様な旅程を提供する。 

企画政策課 

 

 

 

３-３ 地域産業の活性化と雇用環境の整備 

 

３-３-１：地場産業の活性化 

地場産業の活性化に向けて、地元企業の未来を担う人材の確保や地場産業の団体等が行う技術革新

への支援、事業継承への取組を推進する。 

 

個別事業 主担当課 

今後の地場産業を支え

る人材の確保 

新卒者の地元企業への就職を促進するため、地元企業

や学校等の教育機関等と連携しながら、地元企業の取

組の周知やインターンシップ、体験学習等により、地域

産業の担い手の育成に取り組む。 

農林商工課 

地場産業の活性化に関

する取組への支援 

地場産業の団体等が行う技術革新や地場産業活性化

等の取組を支援する。 
農林商工課 

事業継承への取組の推

進 

事業を引き継ぐ人がいない廃業の危機にある中小企

業と、新規に事業展開を考えている企業や個人に対し

て商工会と連携しながらマッチングを図り、事業の継承

を推進する。 

農林商工課 
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３-３-２：耕作放棄地や担い手不足を解消する農業の振興 

耕作放棄地の活用や農業の担い手確保に向けて、新規営農者等への支援や農業へのＩＣＴの活用を図

るとともに、農業生産者と消費者が交流できる仕組みの構築等により農業振興を図る。 

 

個別事業 主担当課 

認定農業者制度の広

報・啓発の推進 

認定農業者の育成により、耕作放棄地の担い手として

のマッチングを行い、耕作放棄地を解消するため、認定

農業者制度の広報・啓発を行う。 

農林商工課 

耕作放棄地解消に向け

た新規営農者や業者の

参入促進、規制緩和、農

業生産法人の活用 

農業の担い手（業者・新規営農者・農業生産法人等）

を発掘・募集・育成等を行い、これら担い手と土地所有

者のマッチングを行う。 

農林商工課 

まほろば館や大型店舗

等に一定のブースを確

保して、高価格帯、希少

価値のある農産物の供

給 

まほろば館や大型店舗等のブースが確保できた場合に

は、農協等とも協議を行いながら、農産物の販売に向け

た取組を進める。 

農林商工課 

市民農園及び柿の木オ

ーナー制度の活用促進 

広報等の実施により、市民農園及び柿の木オーナー制

度の利用者数を拡大するとともに、利用者数の増加に

応じて新規農園の設置等を推進する。 

農林商工課 

農業体験施設の開設 

地元農家が生産した農産物や、地元の郷土料理のおも

てなし、田植えや稲刈り等の様々な体験プログラムと農

家に宿泊するプランをセットにしたメニューを提供するこ

とで農業に興味を持ってもらい、ＵＩＪターンを促進する。 

観光振興課 

農林商工課 

ＩＣＴを活用したスマート

農業による生産性の向

上及び農業従事者の負

担軽減 

農業の労働力不足の解決や農作業の負担の軽減、省

力化、有害鳥獣対策を進めるため、ＩＣＴを活用し、農業

の新たな担い手や労働力を確保するとともに、熟練者

の技術継承や生産性の向上を図る。また企業や大学と

連携協定を結び、スマート農業の実証実験を行う等、ス

マート農業の先進地を目指す。 

農林商工課 

農業次世代人材投資資

金制度の活用 

研修時は最長２年、年間最大１５０万円、就農直後なら

最長３年、年間最大１５０万円の支援金を受け取れる制

度の周知、活用を進めることで新規就農者の増加を目

指す。 

農林商工課 

農業法人（公社）の設立 

農協、農家と連携しながら、基盤産業である農業の活

性化を目的とした農業法人（公社）を設立し、耕作放棄

地や休耕田を活用した農産物の生産振興促進、６次産

業化の推進及び新たな御所ブランドの創出等を実施す

る。 

農林商工課 
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個別事業 主担当課 

農業生産者が直接消費

者と交流できる仕組み

の構築 

米作を中心とした小規模生産農家が多く、大規模に出

荷できるほどの集荷が見込めないため販路の確保が

難しいことから、直接生産者と消費者がやり取りできる

場所を提供し、生産者の意欲向上及び販路拡大を目

指す。 

農林商工課 

 

 

３-３-３：新規事業者の誘致 

地場産業の活性化に向けて、御所ＩＣ周辺整備や企業誘致活動を推進するとともに、新規店舗の立ち上

げや事業拡大に向けた支援等を行い、雇用の創出を図る。 

 

個別事業 主担当課 

御所ＩＣ周辺整備と企業

誘致の推進  

御所ＩＣ周辺の整備を推進するとともに、整備後の企業

誘致を見据え、情報発信等の取組を推進する。 
農林商工課  

商業活性化の促進 

【民間連携事業：御所市

商工会】 

店舗経営に関する基礎知識の提供や創業に対する支

援等により、新規店舗の立ち上げや事業拡大を促進し、

地域の商業活性化を図る。 

農林商工課  

企業誘致関連条例によ

る新規企業参入、既存

企業の事業拡大への優

遇措置の推進 

企業誘致関連条例を活用しながら、新規企業の参入や

既存企業の事業拡大に対して、支援を行う。 
農林商工課  
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３-３-４：誰もが働きやすい環境づくり 

地場産業等の人手不足の解消に向けて、移住者への就労支援や働きたいと考えている人への就労支援

を推進する。 

 

個別事業 主担当課 

転職者向け職業体験の

機会創出 

【民間連携事業：民間業

者】  

市内企業と連携して転職者向けの職業体験やインター

ンシップを行い、転職後のギャップを解消する。 
農林商工課 

東京圏から市内への移

住・定住支援 

東京圏から移住し、御所市内で就業・起業した方に支

援金を給付する制度の周知・活用を行う。 
観光振興課 

女性の就労支援 

結婚・出産を機に離職した女性が、仕事を始める意欲

を持てるよう、専門の講師を招いてのセミナー開催やハ

ローワーク等と連携して出張相談会を行う。 

農林商工課 

外国人受け入れ態勢の

構築 

外国人転入者が増加しているため、多言語の庁内案内

板・市民ガイドブック・ハザードマップ・防災マップ・広

報・ホームページ等を作成し、誰もが住みやすいまちづ

くりを目指す。 

管財課 

市民課 

企画政策課 

危機管理課 

犯罪・非行歴がある人の

社会復帰への理解及び

雇用促進の啓発 

保護司・保護監察局と協力し、犯罪・非行歴のある人の

社会復帰に向けた支援と協力雇用主制度の広報・普

及啓発を行う。 

福祉課 

 

 

 

＜基本目標３に関連するデジタル技術を活用した主な取組＞ 

 ・ＳＮＳを活用した観光や特産品等のＰＲ 

 ・インバウンド施策に対する取組 

 ・スマート農業の推進      など 
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 推進体制 

 

御所市第３次総合戦略を策定するため、人口動向に関する分析や市民に対するアンケート調査に基づく

ニーズ把握等を行いました。 

これらを踏まえて整理した総合戦略の内容について、有識者や住民によって構成される「御所市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略会議」を開催し、意見交換を行うとともに、庁内で設置した「御所市まち・ひと・しご

と創生総合戦略推進会議」において計画の策定を進めました。 

御所市第３次総合戦略は、計画期間内において確実な成果をあげるため、状況の変化に応じて柔軟に

事業内容を見直し、関係する全ての主体がそれぞれの役割を発揮しながら取組を進めていく必要がありま

す。 

そこで、行政と事業者等とが、協働によりＰＤＣＡサイクルを実践することが可能となるよう、各担当課が進

捗状況を「御所市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議」及び「御所市まち・ひと・しごと創生総合戦略

会議」に報告します。なお、「御所市まち・ひと・しごと総合戦略推進会議」は「御所市まち・ひと・しごと創生

総合戦略会議」の意見を得ながら、計画の進捗状況を検証し、柔軟に事業の見直しや追加等の計画変更

を実施していくものとします。 

 

 
図 推進体制 
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